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     （午前  ９時３０分  開会）  

○議長（浅田雅昭君）  皆様、おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いい

たします。これから本日の会議を開きます。  

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付しておりますとおりであります。  

  それでは日程に入ります。  

     日程第１  一般質問  

○議長（浅田雅昭君）  日程第１、一般質問を行います。  

  通告に基づき、順番に発言を許可します。  

  まず、大畑利明議員の一般質問を行います。  

  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  おはようございます。 11番の大畑でございます。議長の許

可をいただきましたので、ただいまから一般質問をさせていただきます。  

  本日は新病院の整備に関する問題と、不登校対策の２点について質問をいたしま

す。  

  まず、新病院の整備でございますが、これは市民との合意形成を丁寧に進める必

要があるという観点から質問をさせていただきます。  

  どんなにすばらしいまちづくりの計画が出来上がったとしても、合意形成の過程

で多くの不満が残ると、決してその成果は上がりません。市民との丁寧な合意形成

は、地域づくりの基盤と言えます。新病院整備も同様、みんなが我が病院と思える

ようにするためには、多様な人々が関わり、様々な意見が交換できる仕組みづくり

が不可欠と考えます。今日は、公立病院経営強化プランと、新病院整備について、

どのように市民との合意形成を図っていくつもりなのか、市長のお考えを伺います。  

  今回のプランは、医師不足などにより、医療提供体制の維持が極めて厳しい状況

にあることから、地域医療が将来にわたって機能を失わず、継続できるよう策定す

るものです。特に新病院整備に当たっては、県立病院などとの役割分担、医師派遣

などを主眼に置く機能分化、連携強化により、経営を安定的に継続していける体力

をつけることが求められます。そして、プランの公開、市民の関心を高める工夫を

凝らすことが必要とガイドラインではされています。  

  そこで事前通告に基づき、市長に見解を伺います。  

  まず１点目、兵庫県立はりま姫路総合医療センターとの連携強化の概要、医師派

遣をはじめ、具体的な措置について、連携協約などを定め市民へ公表すべきではな

いですか。  
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  二つ目、新病院整備は、整備費の抑制に取り組む必要がありますが、施行予定者

からどのような提案がされているのか。市民にいち早く公表すべきではないですか。  

  三つ目、プランは策定後だけでなく策定の各段階においても、適切な説明と十分

な理解を得るよう努めるべきとされています。どのようにするのか、お伺いをいた

します。冒頭でも述べましたが、市民との合意形成は、まちづくりの基盤です。み

んなが我が病院と思えるようにするため、市民の意見を聞く力を持ってほしいと考

えます。市長の見解を伺います。  

  ２点目、誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策について質問をい

たします。  

  不登校と判断された小・中学生は、全国調査で約 30万人、昨年度調査より５万

4,000人増えています。過去最多を更新しました。その中で、学校内外でどこから

の支援も受けていない子どもたちが 38.2％も存在することに、私は注視をしていま

す。文部科学省は本年３月、ＣＯＣＯＬＯプランを発表し、速やかな対策を自治体

に指示をしました。そこで本市の不登校対策について、市長及び教育長の考え方を

お伺いいたします。宍粟市で学校内外のどこからも支援も受けていない子どもは存

在するのでしょうか。  

  二つ目、誰一人取り残されない学びの保障に向けた対策として、多様な学びや居

場所の確保などの取組が重要ですが、その視点から２点伺います。  

  １点目は、今全国的に広がりつつあります学校内フリースクールの設置について、

市の意向を伺います。  

  ２点目、地域の中で子どもの学びを保障する場や相談できる場所の確保は、考え

ているのかお伺いをいたします。  

  最後に不登校とされた高校生も６万人を超えます。その支援に関して、義務教育

を卒業したその先の進路について、手厚い支援がある高校などの情報を取りまとめ

る考えはないですか、お伺いをいたします。  

  以上で１回目の質問を終わります。  

○議長（浅田雅昭君）  大畑利明議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。  

  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  皆さんおはようございます。どうぞ本日もよろしくお願い申

し上げます。  

  大畑議員の御質問にお答え申し上げたいと、このように思います。後ほど、また

副市長や教育長やそれぞれのところからも答弁をさせていただきたいと、このよう
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に思います。  

  まず１点目の強化プランにおける機能分化、連携強化の概要と具体的な措置につ

いてということであります。また、連携協約等について議決を経て、市民に公表す

べきではないかという御質問をいただいております。  

  公立宍粟総合病院経営強化プランにおきましては、機能分化、連携強化におきま

して、近隣に同規模の病院がない中山間地域唯一の病院として、播磨、姫路、県域

北部地域の初期、２次救急を担うとともに、新病院におきましては、地域包括ケア

病床を増床し、さらには県立はりま姫路総合医療センター等の近隣基幹病院での高

度急性期の治療終了後の受入体制について強化を図ること等により、回復期医療機

能を充実させます。  

  具体的な取組といたしましては、２次救急までの救急医療や周産期医療の体制維

持、高齢者の心不全の対応強化等の継続的な取組のほか、整形外科常勤医の確保に

ついて取り組んでいきます。また、地域連携室の機能強化を図ることとし、県立は

りま姫路総合医療センターや開業医等、かかりつけ医、医師会、歯科医師会、薬剤

師会等、関係機関との連携強化を目指していきます。  

  御提案のありました連携協約については、病院間で協定書のような文書を交わす

ような情勢にはなっておりません。また、そのような協定書を交わすよう県の助言

も現在は受けておりません。  

  特に連携協約につきましては、地方自治法第 252条の２の規定に基づくことを言

われておるのであれば、当規定は平成 26年度に地方自治法改正で、新たな広域連携

制度として創設されたものでありますが、県では医療機関相互で、一般的に行われ

ている連携医療機関としての登録に加え、県立病院と公立病院との医療連携におい

ては、診療応援制度が既存の仕組みとして構築をされておりまして、このような点

も踏まえると、地方自治法に基づく連携協約の活用は考えておりません。  

  その他の質問につきましては、冒頭申し上げたとおり、副市長及び教育長のほう

から答弁をさせていただきます。  

○議長（浅田雅昭君）  富田副市長。  

○副市長（富田健次君）  私のほうからは、新病院整備に関する市民との合意形成に

ついての大項目のうちの２点目、そして３点目についてお答えさせていただきます。  

  まず２点目の、施工予定者の提案内容などを市民に公表すべきではないかという

御質問でございますが、現在、最優秀提案事業者でございます、戸田・神名特定建

設工事共同企業体との間で、合意金額の調整を行っておるところでございます。施
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行予定者の提案内容などにつきましては、本年４月 12日に公告いたしました宍粟市

新病院整備工事実施設計技術協力事業者選定公募型プロポーザル実施要領の規定に

基づき、技術協力業務委託契約締結後に公表する予定としてございます。  

  次に３点目の新病院整備に関しては、自治基本条例の基本原則に基づいて、事業

の推進を図る必要がある、についてでございますが、新病院の整備につきましては、

基本構想策定時に市民アンケートを実施し、基本構想案をもって、タウンミーティ

ングを行い、宍粟総合病院の現状や問題の報告、新病院のあるべき姿についての説

明を行い、参加された方から質問や御意見をいただきました。  

  また、学識経験者、医療関係者、各種団体、公募委員など 15名からなります新病

院整備検討委員会を設置しまして、基本構想の策定から新病院整備に係る基本計画

策定について、関係分野からの御意見を反映し計画策定を行いました。  

  市民アンケートの結果やタウンミーティングの内容、基本計画素案の概要につき

ましては、市広報誌、しそうチャンネル動画放送などにより、情報発信を行うとと

もに、新病院整備検討委員会は公開会議で開催し、意見内容は会議録として、市ホ

ームページに掲載することで、一般公開を行うとともに新病院整備に係る基本計画

に対するパブリックコメント等の実施による、広く意見聴取に努めてきたところで

ございます。  

  本年２月から３月には、基本設計案がまとまったことにより、建物の概要や事業

費、事業収支シミュレーションなどについての市民説明会を市内４会場で実施した

ところでございます。またこの内容につきましては、市の広報でお知らせをしたと

ころでございます。また８月には、市民の皆さんが特に関心を持たれていると思わ

れる項目について、適切に理解していただけるよう、新聞折り込みによる情報発信

も行ったところでございます。  

  このようなことから、自治基本条例の基本原則に基づいて、まちづくりに関する

情報については、適宜市民の皆さんへの提供、公開を行い、市民理解に努めてきた

ものと考えてございます。  

  私からは以上でございます。  

○議長（浅田雅昭君）  中田教育長。  

○教育長（中田直人君）  失礼します。私からは誰一人取り残さない学びの保障に向

けた不登校対策につきまして、大きく４点の質問をいただきました。答弁申し上げ

たいと思います。  

  まず１点目の、不登校児童・生徒につきまして、学校内外どこからの支援も受け
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ていない児童・生徒はなく、個々の児童・生徒の状況に応じてでございますが、学

ぶ機会の提供やまた面接、そして相談等が行われております。今後も不登校児童・

生徒の保護者や関係機関と連携を図りつつ、心理あるいは福祉医療の専門家の助言、

あるいは援助等もいただきながら、必要な支援に努めてまいりたいと思っておりま

す。  

  ２点目の本市の不登校対策でございます。国は、学級に入りづらい児童・生徒の

学校における居場所を確保して、不登校の未然防止や学校復帰を支援するため、現

在校内教育支援センター、質問にありました校内フリースクールと同様と思います

が、設置を促進しております。当市でも、不登校や学校に登校しづらい児童・生徒

の意思を尊重し、個々の児童・生徒の状況に応じた支援を行うための教室を校内に

準備して、支援を行っております。別室指導というような呼び方をしておりますが、

現在こうした別室指導は、当該校の教職員、あるいは県教育委員会が配置する不登

校の加配教員、それからスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、ま

た本市では、市単独で全ての学校に特別支援教育推進員等も配置してございますが、

そうした学校スタッフと呼びますでしょうか、支援体制も加わりながら、学習活動

のみならず様々な教育相談の対応を行っております。  

  今後、国が促進しております校内教育支援センター、あるいは県の動向等も十分

注視しながらですが、場合によっては財源等もあろうかと思いますので、そうした

ものを活用しながら、さらなる校内の支援体制の拡充と教育相談の充実に取り組む

必要があると考えております。  

  ３点目、相談や学習ができる場所の提供ということなんですが、本年度、本市の

教育支援センター、通称さつき学級には指導員を１名拡充、増員いたしまして、サ

テライト学級での相談事業の充実にも取り組んでおります。相談事業には、さつき

学級の相談員だけでなく、ＳＳＷも加わり、不登校児童・生徒本人への支援ととも

に、保護者間の意見交換やネットワークづくりにも役立つよう、この夏には保護者

会も実施したところでございます。  

  また、健康福祉部福祉相談課が、宍粟市ひきこもりサポート業務委託事業という

ものを実施しておりますが、ＮＰＯ法人ピアサポートひまわりの家に委託し、不登

校の方々、またその保護者や御家族を対象とした居場所づくり、及び相談事業等を

実施し、これまでにも市内の児童・生徒や保護者の方が相談のために訪問したと報

告を聞いております。  

  今後とも、宍粟市の教育支援センターの機能充実、これが重要でありますが、こ
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れをはじめ、健康福祉部とも連携を強化しながら、児童・生徒、保護者が必要とさ

れる学びの場や居場所づくりにつながる支援に努めてまいりたいと思います。  

  最後に、義務教育卒業後の進路ということでございますが、その情報の仕組みの

在り方についてという御質問いただいております。  

  義務教育卒業を控えた不登校児童・生徒への進路指導では、各学校において、当

該生徒や保護者との個別面談、懇談等において、公立学校での学習内容、あるいは

通学方法、不登校生徒の受入れ、あるいは別室登校等の状況等についても、情報を

提供あるいは紹介させていただく中、また私立高校においても、柔軟で多様なコー

ス設定等の学校もございます。こういったものも紹介したり、あるいは将来の進路

をも見据えた進学先の在り方等も情報の提示をさせていただいております。  

  また御承知のとおり、県内では不登校児童・生徒に対する支援を行っている県立

施設もたくさんございます。こうした県立施設では、保護者会等も行われておりま

す。子どもの理解や社会的自立に向けた関わり方等について、学ぶ機会が設けられ

ているなどの情報提供も行っております。  

  引き続き、この進路指導は非常に重要でございますので、丁寧な進路指導ができ

るよう、学校の取組を支援してまいりたいと思っております。  

  以上でございます。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  それでは再質問をさせていただきます。  

  まず病院の関係でございますが、先ほどの副市長の答弁、ちょっと時点が違うん

じゃないでしょうかね。どの時点のお話をされてるのかなというふうに、昨日も同

僚議員からいろいろ議論がされておりましたけれども、 12月５日にあれほどの数の

見直しの署名活動があって、今の答弁なんでしょうかね。もう少し真摯に受け止め

るという話は、昨日は聞きませんでしたけども、署名活動が出たことに対して、も

う少し考えていく必要あるんじゃないかなと、今答弁を聞いてて思いました。  

  基本構想の時点での説明会とか、その後の手続が自治基本条例に基づいてやって

るとおっしゃいますけど、今が大切なんですよ。まだ理解されてない方がたくさん

あって、市長も昨日、まだ一定数理解されてない人があるということは非常に残念

だったというふうにおっしゃってた。裏を返せば、まだ十分理解をできるだけの情

報が出されていないというふうにも考えなければいけないと、私は思うわけです。  

  後でまたやりますが、今日は市民との合意形成という視点で、私は今取り上げさ

せていただいておりますので、幾つかやっぱり市民に対する説明会ですとか、情報
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の最新の情報の提供をして、少しでも不安に思っておられる方とか納得がいかない

人とか、そういう方の理解を得ていく。そういう手続について、何点か提案しよう

と思って準備をしてきたわけです。  

  まず、お医者さんの確保がどうなのかということが非常に心配な点があります。

もうこれは御存じのとおり、現在の医療システムというのは、高度急性期を担う兵

庫県立はりま姫路総合医療センターとか、そういう大きな病院に集中的に医師は派

遣されます。宍粟総合などの中規模な病院と言ったら失礼かも分かりませんが、中

規模ですね。そういうところの医師確保が非常に厳しい状況であるんじゃないかと

いうことが、想像されるわけです。そのことが、医業収益の確保に対する懸念材料

の一つなんです。  

  だから、ここは非常に重要な点なんです。ですから、先ほど私が兵庫県立はりま

姫路総合医療センターとの連携、協約等というふうに申し上げました、何も連携、

協約だけじゃないんですけども、そこの心配は要らないというものをしっかり文書

化して、市民にこういう手続で、兵庫県立はりま姫路総合医療センターと連携して

やりますということを、市民に公表して安心させてもらえませんかということを投

げかけてるんです。  

  その自治法上どうだとか、そんな話じゃなくて、本当に懸念材料のところを払拭

していくための一つの材料を提供したわけですけども、もう一度それに対して見解

を求めます。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  副市長が答弁した経緯、経過も含めて、先ほどおっしゃった

んですが、繰り返しになって申し訳ないんですが、昨日も申し上げたんですけども、

今回のその署名活動、このことにつきましては、先ほど大畑議員がおっしゃったと

おり、これまでいろいろ取組をしてきたけども、残念ながら十分な理解を得られな

かった一定数の方がいらっしゃる、この事実。こういう思いについて、私としては

じくじたる思いだと、このように申し上げたとおりであります。  

  したがって、今後についても必要に応じて、整備事業については情報提供を行う

と、さらに市民の皆さんの理解を求めていくと、こう申し上げたと、このように思

っています。  

  中でも今おっしゃったように、特に署名活動の大きく４点あったと思います。先

ほどおっしゃったように、診療内容についてどうなんだとか、あるいはこれからど

うなっていくんだと、今までとか何も変わらんのかいな、どうなるんだよと。もう
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一つは、まさに医師の確保を含めて、働き方改革の中でどう捉えてるんだと、どう

なっていくんだという。それからもう一つは、やっぱり財政の問題で赤字がひょっ

として続くんちゃうんかと、こういう心配。それからもう最後には、公共料金を含

めて、いわゆる行政サービスの削減になるんではないか、この大きく４点を捉えら

れて、ああいう活動をなされてると私は承知しております。  

  したがって、冒頭申し上げたとおり、そのことも含めて、十分な我々の考え方を

理解をさらに求めていく必要があるだろうと。こういう観点で、さらに市民の理解、

皆さんの理解を求めるように努力をしていきますということで、昨日申し上げまし

たので、そのことについては御承知していただいたと思うんですが、まず１点、前

段お願い申し上げたいと思います。  

  同時に連携につきましては、先ほど私が申し上げたのは、いわゆる地方自治法の

問題で、こういうことの関係で質問なされておるのかなと、こういう観点で申し上

げました。  

  ８市８町のまさに連携中枢であるとか、あるいは２市２町のそういったこと。こ

ういうことを捉える中で、当然医療というのは分野の中に入ってくるわけでありま

すが、そういう観点で御答弁を申し上げたということでありますので、また後ほど、

じゃあ現状どういうふうな形で連携しておるのかということについては、また副院

長等からも話があろうかと思うんですが、当初の答弁につきましてはそういう観点

でありますので、了解をしていただきたいと、このように思います。  

○議長（浅田雅昭君）  菅原副院長。  

○総合病院副院長兼事務部長（菅原  誠君）  大畑議員から医師の確保について、ち

ょっと懸念されているという御指摘もございましたので、その点について少し御説

明、御答弁申し上げたいと思います。  

  かねてより申し上げておりますように、兵庫県では当院が僻地医療拠点病院、あ

るいは特定中核病院という位置づけをしていただいていることを踏まえて、毎年、

県養成医師を優先的に派遣してもらっている状況にございます。また、関連大学で

ございます神戸大学や大阪医科薬科大学からも、非常勤医師も含め、安定的に医師

派遣をしていただいておりまして、医師の働き方改革が叫ばれている昨今でござい

ますけれども、その状況も前提においても、今後も力強く医師派遣をしっかりとし

ますというような意向を示していただいてて、我々としてはそういった意味で安心

しているところでございます。  

  また、兵庫県立はりま姫路総合医療センターとの関係においてでございますけれ
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ども、兵庫県立はりま姫路総合医療センターのもともとの設立母体であります姫路

循環器病院、あるいは製鉄記念広畑病院の時代から、総合病院とは医療のいろんな

やり取りがございまして、当然兵庫県立はりま姫路総合医療センターとなった暁に

もその流れを引きつつ、さらにしっかりと連携強化をしていこうと、こういうこと

も標榜していただいております。  

  また、現病院の兵庫県立はりま姫路総合医療センターの木下院長におかれまして

も、兵庫県立はりま姫路総合医療センターが発行されている広報誌でも表明されて

おりますが、医師派遣につきましては、個別に協議が整った診療科における診療応

援とともに、若手医師の育成の支援、こういったものをしっかりと中播磨、西播磨

医療圏域の基幹病院として、その役割を果たしていくと、こうおっしゃっておられ

ますので、その流れの中で我々はしっかりと連携強化をしていけばいいと、このよ

うに考えているところでございます。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  もう何回も聞いてきました。申し訳ないですけども、おっ

しゃってることは、もうずっとそういう説明を受けてきました。私が今日申し上げ

ているのは、市民に納得いただけるように、きちんとした物を文書で残して、協約

みたいな物でも何でもいいけど硬い物を、それを市民の皆さんに公表せな、やっぱ

り信用できない。信用できないというのは疑ってるという意味じゃなくて、時代の

流れ、養成医なんかも大学の地域枠の問題があって、別枠で派遣してもらってます

けども、医師不足の中、それから働き方改革の中で今後どうなっていくか分からな

い心配があるわけです。  

  医師が足らなくなっていったら、どうしても大病院のほうに集中されるシステム

なんですね。ここが変わらない限り、私たちここに住んでる過疎の中小の病院は、

本当にお医者さんが派遣してもらえるのかということを心配なわけです。ですから、

ちゃんとした文章を取って残してくださいと言ってる。担保を取らないといけない

んじゃないですか、そのことを申し上げております。  

  それについて、もう一度お答えください。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  これまでも、いろいろ申し上げてきたと思うんですけども、

医師の確保というのは非常に厳しい課題でありますし、現状から申し上げますと、

総合病院の院長を中心にしていただいて、大学病院あるいはそれぞれの医局のほう

にも出向いていただいてということであります。  
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  特に県の養成医の派遣につきましても、私自身も院長を中心にしていただいて、

あるいは一緒になってそういった派遣を、あるいは要請をしてきたところの経緯が

あります。もっと平たくいいますと、現状では言葉として適当ではないかも分かり

ませんが、大学病院だったり、あるいは医局だったり、あるいは県とまさにあうん

の呼吸の中で、これまでも派遣をしていただいておったというのも、これは現実で

あります。毎年何名を送るとか、必ず送るとかというものでもないのも、これ現実

であります。ただいま大畑議員のおっしゃった、あるいは市民の皆さんもこれから

大丈夫なのかという心配なんですが、これはまさしく不安を持っていらっしゃるこ

とはそのとおりだと思ってます。ただ経緯、経過はそういうことであります。  

  したがって、その現状を踏まえて、しっかり例えば連携いわゆる基幹病院、ある

いは県とそういった物が文書で交わせるのかどうか。果たしてそのことが文書を交

わしたとしても、公表できるのかどうか。これは今の段階では私ははっきりそうで

すよと、現状では言いにくい部分もありますので、おっしゃった意味は十分理解し

ておりますが、ただ市民の皆さんにそういったことを、どうやって不安解消をしな

がら、我々がある意味、その不安を解消する手だてをやっぱり考えなくてはならな

いと、こう思っておりますので、そのことについての多分これからの情報公開をも

っとしてよと、こういう意味だと捉えておりますので、そのことについては、さら

に研究を深めていきたいと、このように思っています。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  市長、建設を急がれるというのはよく分かりますけども、

要は、病院建設のほうが重要ではなくて、市民が側からいえば、その後誰が負担す

るんですか。負担する側の問題なんですよ、これは。負担する側が納得していくと

いいますかね、そこが分かったというふうにしていく、そのための合意形成の努力

ということを私は申し上げているんです。そちらは建設する側の必要性を、もうず

っとしゃべっておられるんですけども、その後、建てた後のことも含めて、将来の

病院経営のことも含めて、負担される側が安心できる材料をそろえてくださいよと

いうことを申し上げている。  

  ですから二つ目の、この間９月に施工予定者のプレゼンがあった。これは契約し

てから公表するという実施要項になってます。まだ契約に至ってないんだろうなと

思いますけども、ただこの９月に行われたのが、もう 12月ですわ。そのときのプレ

ゼン内容ぐらいは、こういう提案があったと。たしか 19億円ぐらい削減可能だとい

うような提案もあったと私聞いてるんですけども、こういう提案があったよと。そ
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の中でまだこういうことで調整中なんだということは、やっぱり市民に丁寧に僕は

説明する必要があると思うんです。そういうことが手続がされていって、初めて僕

は市民が理解をされていくんだろうと思いますが、ずっと何が行われたか分からな

い状態で、そちら側が契約してからだと言われても、それは不安になりますよ。そ

の辺はいかがですか。公表、もう一つの公表。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  大きく２点の質問でありまして、２点目については、続いて

副市長のほうから答弁していくと思うんですが、１点目の俗に先生の派遣、職員の

派遣を含めて、その不安でありますが、先ほど申し上げたとおり、これまでは申し

上げたとおり、そういう形でいろいろ院長を中心にしていただいたり、あるいは

我々も一緒になって、医局や病院や、あるいは県のほうもしていって、それぞれの

中で今日まで派遣が徐々に増えてきたと、こういう状況であります。  

  ただ私は、建物を急ぐとか、建物じゃなしに、やっぱり永続的にこの医師の確保

というのは、私は大きな課題と捉えております。したがって、そのことも含めて、

鋭意努力は今しておるところであります。ただ申し上げたように、平たく申し上げ

たとおり、今まではそれぞれの大学病院やあるいは県やあるいは県立病院との今ま

でいろんな状況の中で、まさに言葉は平易ですけど、暗雲の中で何とか総合病院へ

と、こういうふうな状況できたのを、確固たる文書にもってというのは、なかなか

現状では厳しい状況だと私は考えております。  

  ただ、これが今後そのことも踏まえながら、市民の皆さんに、じゃあ確実に何名

どうですよというのが言えるか、言えないのか。したがって、うそをつくわけにも

いきませんので、そのことをしっかりせよということでありますので、それは課題

として捉えておりますので、今後どういう形で、建ってから以降もどういう形で職

員の体制、あるいは医師の確保ができるのか、このことだと思いますので、これに

ついては今の段階では、じゃあこうしますという確約はできませんけども、これま

での状況はそういうことだったと。  

  ただ、市民の皆さんが繰り返しになりますけども、不安に思っていらっしゃるこ

とは私も承知しておりますので、最大限可能な範囲の中で、私なりには努力してい

きたいと。ただ、おっしゃったようになるかどうかは、私は現段階では確約できる

ような状況ではありません。  

○議長（浅田雅昭君）  富田副市長。  

○副市長（富田健次君）  プロポーザルの提案の関係でございますけども、先ほども
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申し上げましたとおり、実施要項の部分で、そういった締結をということでうたっ

てございます。当初はプレゼンをいただきまして、優先交渉という決定を直ちに締

結というような、そしてプレゼン内容も公開ということを予定してございましたけ

ども、昨今の物価高騰とか、そういったことも様々ございまして、今、戸田・神名

特定建設工事共同企業体との内容を調整しているところでございます。  

  こちらとしても早く契約の締結に至って、御意見がございましたプレゼン資料の

公表といいますか、そういったことも進めたいとは思うんですが、今大きなこと、

細かなことも調整中ということでございますので、いましばらくお待ちいただきた

いと思ってございます。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  もう一つは経営強化プランの公表のこと、これも公表だけ

じゃなくて市民に十分理解を得る、策定後だけじゃなく、各段階で理解を得るよう

にというガイドラインがあって、そのようになっていないというのは、ちょっと非

常に不満があるわけです。  

  昨日も、同僚議員から経営強化プランの内容について、県なり、トーマツの見解

の議論がされましたが、今これパブリックコメントを、これ 12月 11日から出してお

られますよね。昨日の議論は、副院長はこの 12月末に県とアドバイザーとの最終調

整、最終整理を行うというふうにおっしゃいました。これ不完全な状態で市民にパ

ブリックコメントをかけているということですか。ちょっとその辺り説明ください。  

○議長（浅田雅昭君）  菅原副院長。  

○総合病院副院長兼事務部長（菅原  誠君）  パブリックコメントの案は、最終調整

の前ということではございますけれども、昨日申し上げましたように、収支の試算

の部分、特に新病院開院後の参考資料としてつける部分の細やかなところの詰めを

何点かしないといけないということでございます。  

  それで、完全か不完全かというと、参考資料の部分ですし、大きな根幹に関わる

ことではございませんので、御意見を頂戴するに当たっては、大きな影響はないと

いうふうに考えているところでございます。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  それは副院長の独断じゃないんですか。やっぱりそういう

最終調整もしっかりした上で出すというのは、これがやっぱり丁寧なやり方だと思

いますよ。非常に僕は市民に対して失礼だなと思いました。  
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  それで一つ、挽回の意味で提案して了解いただきたいんですけども、この 12月末

の、末かどうか分かりません、下旬とおっしゃったのか。アドバイザーとかである

県とか、トーマツとの最終調整のその場ですね、これ議会とか市民に公表していた

だけませんか。いかがですか。  

○議長（浅田雅昭君）  答弁を求めます。  

  菅原副院長。  

○総合病院副院長兼事務部長（菅原  誠君）  かなり調整の内容が事務ベースといい

ますか、細やかな部分ですので申し訳ないですけど、関係者の中の協議ということ

にさせていただきたいと思います。  

  もちろん、今お見せしている物と常任委員会等でもお出ししておりますが、今お

見せしている物とその後の差異については、また議会のほうへもきちんと御説明は

しようという予定にはしております。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  もう一度お伺いします。  

  この経営強化プランは、病院を建てるために国はガイドラインを示してるんじゃ

ないですね。一般会計から出す、市の財政のほうから負担しなければいけない。要

するに表裏一体の関係にあるので、自治体にこの策定を求めてるんです。市長ね。

市長、聞いておられますか。これ自治体に策定を求めてるんです。経営強化プラン。  

  ですから、よりその策定段階において、住民の理解を十分得るようにということ

も併せて言ってあります。パブリックコメントをされております、今年度中につく

らなければいけないという手続上の問題だと思うんですが、このことについて、今

後市民とどのように、プラン、経営強化をこのように図っていくんだというプラン

の内容を、市民の理解を得るためにどのように進めようと思っておられますか。お

答えください。  

○議長（浅田雅昭君）  菅原副院長。  

○総合病院副院長兼事務部長（菅原  誠君）  パブリックコメントが済みまして、ほ

ぼ同時期に市議会のほうにも御意見をいただくように努めておりまして、そういっ

た物を通じて、一つの完成形をつくりまして、最終的に運営協議会での御議論もい

ただいて、取りまとめていきたいと、こういうふうに思っておりますので、議会の

ほうの御意見も頂戴しますので、その中で市民の皆様のそれぞれの御意見なんかも

しんしゃくしていただいて、御意見をいただければ幸いかなと思っているところで

ございます。  



－134－ 

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  ガイドラインは、議会と市民とを区別しています。市民も

含めて議会で十分足りるという話ではございません。私は市民に対してどのように

理解されるのかということを、理解を求められていくのかということを問うており

ます。誠意を持ってお答えください。  

○議長（浅田雅昭君）  菅原副院長。  

○総合病院副院長兼事務部長（菅原  誠君）  市民の皆さんの御意見をというのが、

ガイドラインに言及されているのは御指摘のとおりなんですけども、特に想定して

いる大前提は、例えば収支だけのことではなくて、いろんな経営強化プランの中に

構成になっております。  

  その中で、特に病院機能ですね、機能なんかの部分とか、連携強化の中で今の病

院の在りようが大きくさま変わりする場合、必要に応じて。例えば今まで高度急性

期病院、急性期病院をやっていましたが、医療圏の変化の中で、そういったものを

全部廃止をして回復期、慢性期型に大きく転換するとか、そういう形で地域医療の

在り方に大きなインパクトを与えるような、そういうプランの構成になっているよ

うな場合は、非常に市民生活に大きな影響を与えるので、市民の声を十分聞いてや

るようにというようなものが、基本的な市民の声を拾うといったことを想定されて

いるケースの大前提でございまして、もちろん、財政収支についても大事なことで

はあるんですけども、そういう部分について、何というか、市民の声を前段階から

細やかに聞くようにというような、そういうイメージは、基本的によほどの大きな

インパクトがない限りは、ないんではないかと考えているところでございます。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  そこがやっぱりなかなか理解が得られないんですね。それ

ほど大きな変更がない、だから市民に説明する必要がないというふうに、今言われ

たように受け止めましたが、大きな変更がないんだったら、なぜこれだけ 156億円

も使うんですか。だから無駄遣いだというふうに思ってしまうんですよ。それだけ

経営の戦略とか、ビジョンがない病院を建てるのに、なぜこれだけ必要があるのか

ということが、これまた市民の疑問なんです。理解できない部分なんです。  

  ですから、やっぱり丁寧に経営強化プランで、全く新しい物を建てるんですから、

移転して。こんな大きな変更はないと思いますよ。重要変更ですよ。それを市民に

対して説明をして、市民に納得していただくということだと、私は思いますけどね。

ちょっと今の言い方は横暴過ぎるなと私は思います。  
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  やっぱり戦略がない、ビジョンがない中で、これは現状無駄遣いだと私は思いま

す。大体行政の計画は、つくりたいサイズに合わせて計算しますから、帳尻が合う

ようにつくるんですよ。だから計算は間違ってないと言いますよ、それはアドバイ

ザーだって。でも中身なんです。実現性が問われるんです。そのことが非常に勝手

なんですよ。都市部の大病院だったら、それだけの集患力があると思いますよ、患

者を呼び込める力あると思いますよ。でもそのことが、人口減少とかいろんな状況

の中で、見えない先が。だから皆さん不安がってはるわけですよ。そしてもっと一

般財源を積み込んでいくようになるんじゃないかという不安がよぎっていくわけで

す。もっともだと思いますよ。そこを、やっぱりその疑問を解いていく、不安を解

いていくことが、これが合意形成につながっていくと私は思います。  

  一つ時間が、あと控えてるんで、あまり病院に時間を取っていられないんですけ

ども、私は新病院をこれからどうしても進めていかれるんであれば、もうここにい

る私たちというのは、もういないわけですよ。これからね。いないというか、関わ

れないんですよ。ですから、今の現院長だってそうだと思いますよ。ですから、プ

ロジェクトに新しい院長候補を入れて、将来の経営戦略こういうふうに描いてるん

だというような人を入れてくる。そしてプロジェクトをつくっていただきたい。  

  そして、もう本当に若い人ですわ。もう市長ね。これからの時代ですから、もう

30代、 40代辺りの人が中心になって、将来のことを経営戦略とビジョンを考えてい

かないけない時代だと思います。でも、今のに、現在の人たちがもう将来関わらな

い人たちがビジョンを立てて、これでいくんだ、これでいくんだとおっしゃってる

わけでしょう。  

  新しい人を、もう入れていく必要があるんじゃないですか。どう思われますか。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  病院の戦略やこれからの未来について、確かに院長がトップ

でやられておりますが、私は今の大畑議員の発言は、先生方に対して大変失礼なん

じゃないかと思います。現に若い先生、部長級の先生もいろいろと加わっていただ

いております。もちろん、総合力でいろんなことで、代表して院長だとこういうこ

とでありますし、院長も先般のいろんな講演を聞かれたかも分かりませんが、必ず

しも先の読みもしながら、あるいは次の代にどうやってつないでいきながら、次の

代の人たちもどうあるべきなのかも踏まえながら、やっていただいておりますので、

私は決して今おる者だけで考えておるという認識はないと思います。  

  それはちょっと大変私は先生方に対して失礼だなと、このように思ってますので、
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また病院ともそのことについては、先生方とも十分議論しながら、若い将来の先生

も加わっていただいておりますので、十分未来を見通して、宍粟市の地域医療の在

り方、あるいは播磨圏域の中での役割、そういったことについても、これまでも議

論していただいておりますので、これからもそういう視点で議論を深めていただき

たいと、このようなことはお願いしていきたいと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  菅原副院長。  

○総合病院副院長兼事務部長（菅原  誠君）  先ほどの市長答弁の補足をさせていた

だきます。  

  新病院の建設につきましては、病院内の委員会ですけども、新病院建設委員会と

いうのを設置しておりまして、その構成メンバーは、いわゆる病院の院長を含めた

幹部職員の限られた人間だけではなくて、今の中堅どころの各部門のスタッフも全

部寄せて、かなりの大人数で意見交換をして、現在の新病院の計画プランを策定し

ているところであり、今後の進捗管理につきましても、そういった体制で臨んでお

ります。  

  また、経営強化プランの関係につきましては、現在記述しております、特に医療

関係の分野につきましては、毎年院長ヒアリングというのを院内でやっておりまし

て、各診療科の先生方と私も交えてですが、院長とその診療科の運営、今後のビジ

ョン、展望について、ディスカッションをする機会を近年設けるようになりまして、

その中で中堅、若手の先生の思い、夢みたい物も織り交ぜながら、しっかりとどう

やって各診療科を今後展開していくんだというディスカッションをして、それを院

長がくんで、そして今の経営強化プランの医療関係の記述に反映させているという

ことでございますので、決して一部の人間の一人よがりなプランではないと。  

  やはり実現可能性を高めようと思うと、現場のそういう実動部隊の人たちの思い、

考え方、ビジョンをしっかりとつかまないと、的外れなビジョンになってしまいま

すので、それは当然のことですが、我々も意識して努めているところでございます。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  私は院長を否定したわけでも何でもありませんし、もう関

われないでしょうということを言っている。私たちの年代ではね。そういうことを

申し上げている。今の院長が経営を立て直してこられたということで評価してます

よ、十分ね。  

  だから、もうみんなでそうしたら関わっておられるんやったら、堂々と市民に説

明してください、その内容を。こういうふうに考えているという内容を。私は、な
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ぜそのことを次の代でというのを申し上げたかというと、一つ長野の諏訪中央病院

を御存じだと思いますけども、ここに鎌田名誉院長がいらっしゃいます。この院長

は 30代でここに赴任してこられて、赤字病院を再生されています。この院長は地域

包括ケアの先駆けと言われている人です。本当にすばらしい方だと思っております。  

  この先生がやっぱり、地域と一緒に進められてるんですね。全部住民とともにつ

くる医療と、それから住民による病院評価の実施とかね、やはり市民が中心なんで

す。具体的に、自らがここの脳卒中がワーストワンの地域だったらしいですけども、

自らが地域住民と公民館に集まって食事を共にしていく、食事の在り方も、減塩運

動をやられていたそうですけども、食事の在り方も含めて、生活と医療とつなげて

いって、関わってこられた地域医療の先生のようでございますから、こういう方が

やっぱりこの地域に、僕は必要なんじゃないかなと思ったわけです。  

  ですから、それぞれドクターはすばらしいんだと思いますけども、やっぱり住民

と共に行くと、歩んでこれからも行くんだというスタイルを見せないと、なかなか

皆これで万全だというふうには思えないと、そういう思いから言っておりますので、

今を否定しているわけじゃありません。  

  ですから、それで私がそういうふうに言ってますけど、いやいや今の議論で十分

なんだというふうにおっしゃるんだったら、住民の合意形成に向けて、もっとしっ

かり説明をやっていただきたいと思います。いかがでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  繰り返しになりますが、冒頭申し上げたとおり、しっかり情

報提供を行って、市民の皆さん理解を深めていく。この努力はやっぱり延々と続け

ていくと、このことであります。ただ院長を否定っていうて、私はそういうふうな

ことで言ったつもりはありません。総ぐるみで頑張っていただいておりますし、先

生方ともよく、若い先生ともお話させていただきますが、皆さんそれぞれのセクシ

ョンにおいて、この地域の皆さん、住民の皆さんはじめ、患者さんに寄り添って頑

張っていただいているのも事実であります。  

  私はこの立場としても、そのことも市民の皆さんに訴えていく必要があると思っ

ておりまして、そのことも、事あるごとに訴えております。当然でありますが、市

民の皆さんにも、みんなで病院を応援するというその気持ちを持っていただきたい

と同時に、ようこそここへという気持ちを持っていただく中で、市民こぞって総合

病院を守り育てていくと、こういうことが私は大事だと。  

  そのことが当然医師確保にもつながってきますし、安全で安心で良好な医療提供
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にもつながってくると、私は思っておりますので、そういった観点でも今後情報の

提供を含めて、また発信をしていきたいと、このように思っています。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  今後もその市民との合意形成、市民の理解を得るために、

合意形成に努めるというふうにおっしゃったと解釈して、次の問題に入らせていた

だきたいと思います。  

  もう 10分しかありませんので、ちょっと用意してた中身は半分ぐらいしかできな

いと思うんですが、不登校の問題に入らせていただきます。  

  まず現状認識をお伺いします。今回の調査上は 37人の不登校児童・生徒が宍粟市

でありました。それ以外調査外、調査に上がってこない、別室登校とか 30日未満の

欠席をする子ども、そういうものを含めるとどの程度存在しているのか。そして、

そのような多様な生きづらさを抱えている子どもたちが、たくさんいるんだろうと

思いますが、その実態をどう捉えておられるのか。まず現状認識をもう一度お伺い

をいたします。  

○議長（浅田雅昭君）  中田教育長。  

○教育長（中田直人君）  現状認識という不登校の今の状況でございますけれども、

全児童・生徒に対する不登校の児童・生徒の割合ということで申しますと、宍粟市

の場合は、今小学校は 0.54％、それから中学校がそうですね、 2.98％、これが不登

校の児童・生徒です。その他、長期の病欠で今休んでいる児童、それからその他の

児童・生徒もいますが、不登校全体でいいますと、今そういう占める割合というこ

とになりますと、そういうことです。  

  今議員がおっしゃられた 37名というのは、小・中学校全体の数というそういうこ

とでおっしゃられたのか、ちょっと聞き漏らしましたので、もう一度確認をお願い

したいと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  もう一度ですので、時計は止めておいてください。  

  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  再度申し上げます。今回の調査、資料請求をさせていただ

いた中で上がってまいりましたのが、小学生で９人、中学生で 28人、うちちょっと

深刻なのが 90日以上の欠席者の中で、出席ゼロというふうに答えている、ゼロの方

が小学生でお一人、中学生で３人いらっしゃる。この辺りは調査上上がってくる数

です。しかし調査に上がらない、これ調査は 30日以上が対象になりますから、それ

未満の子どもたちがたくさんいると思うんで、そういうことの全体像をどのように
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把握されていて、それぞれ生きづらさを抱えている子どもたちに対して、どのよう

に実態を捉えておられるのかということを、お尋ねしたいということです。  

○議長（浅田雅昭君）  教育長、発言のときマイクを近づけてくださいね。  

  中田教育長。  

○教育長（中田直人君）  分かりました。  

  今おっしゃられた数字は確認させていただきました。小学校が不登校生９名、そ

れから中学校 28名、今、不登校という状況にある子どもたちは 37名です。それ以外

に先ほど 30日に満たない、あるいは長期で休んでいる全ての子どもたちということ

になりますと、全体で申し上げますと、今小学校が 17名です。それから、中学校は

38名で、今というのは令和４年度の数字でございますけれども、全体で 55名の長期

欠席という、全体で把握しますとそういう数字になります。これは現状認識です。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  それをどう捉えておられるのかという点が、抜けておりま

す。  

○議長（浅田雅昭君）  中田教育長。  

○教育長（中田直人君）  現状認識ですから、今の数字ですけれども、まず全体とし

て本市の不登校児童・生徒のその状況は、国・県に比べて、少ない、低い状況にあ

るというふうに考えてます。それと令和元年度を不登校生徒のピークとして、その

後、現在に至るまで本市の不登校の児童・生徒は緩やかではございますが、現状か

ら見ると、やや減少傾向に転じているというふうに考えています。  

  ただ、課題はやや小学生の不登校生が増えている、緩やかですが増える傾向にあ

るんじゃないかなという問題と、それからもう一つは、中学校の不登校は 30日未満

を基準としておりますが、先ほど議員がおっしゃられた 90日以上の長期の欠席に至

るケースが中学校にやや多いという、こういう現状認識を持っております。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  その現状認識が、全国的に比較して少ないということが、

我が市の不登校対策を遅らせているという、そういうことはございませんか。  

○議長（浅田雅昭君）  中田教育長。  

○教育長（中田直人君）  緩やかな減少傾向をどう評価するかというのは、非常に多

面的な見方をしなければならないと思うんですが、私は本市の令和元年をピークと
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して、そこから緩やかに減少している一つの要因は、まずは学校における不登校を

生まない、未然防止の教育がある程度成果を上げていることが１点と、それからも

う一つは、教育支援センター、さつき学級の本当にきめ細かなスタッフ、そしてス

クールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーも含めた、学校サポートチーム

も含めてですけれども、その総力して不登校に関わっていることが、緩やかな減少

傾向につながっていると、私は見ております。  

  つきましては、現状認識が不登校の手を緩めているんじゃないかとか、そこが少

しそこに甘んじているんじゃないかという、そういう認識は全くもってございませ

ん。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  私が今回取り上げたのは、誰一人取り残さない学びの保障

ということですね。国もゼロにするということを言っております。宍粟も数が少な

いんだろうが、ゼロにするという意気込みがあるのかどうかというところを、今日

は問いたいわけです。実施要項とかいろいろ見せていただきましたが、そこが国と

か県の構えと少し宍粟市は違うと、不足しているというふうに思ったわけです。ゼ

ロにするというところが、少し欠如しているんじゃないかなということを思いまし

た。  

  具体的に申し上げますと、今後の方向のところに行くまでに、教育長はよく御存

じだと思いますけども、生徒指導の４階層というのがありまして、文科省が示して

いる中に、困難課題対応の生徒指導というところが、カウンセラーやソーシャルワ

ーカーによるカウンセリングと、それから別室登校や校外関係機関との連携した継

続支援ということをうたっているわけです。  

  で、宍粟市のそれを見ますと、そこが具体的に実施要項の中では記述されていま

せん。本人への支援、保護者との関係機関と連携というのみの記述なんですね。で

すから、これだけでは中身が分かりませんし、この困難課題対応的な生徒指導とし

て、同じレベルなのかどうかということを私は疑問を感じたわけです。  

  この辺りどういうふうにお考えでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  中田教育長。  

○教育長（中田直人君）  今、実施要項をどの実施要項を御覧いただいてるか、ちょ

っと私は把握できてなかったのであれなんですが。ただ困難対応という、確かに国

の４階層の話もそうなんですけども、未然防止段階から、やや欠席しがちな学校に
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行きづらくなった段階、つまり初期対応の段階、そして不登校、 30日をやむを得ず

30日を超えるという不登校になった段階、そして長期欠席になるという。  

  非常に不登校というのは多面的であって、多様な要因もあって、そういう段階も

あるわけですけれども、学校教育において、あるいは教育支援センターについて、

その実施要項上はそういう書きぶりかも分かりませんけれども、実に十分な支援が

果たして完全に行われているというふうには、もちろんそこは言えないわけですけ

れども、そうした全ての子どもたちの、今ゼロにするという考え方に立ちますと、

学びにアクセスできているかどうか、あるいは相談ができているかどうか。支援の

手が届くという言い方はおかしいですよね、双方向なんですけれども、そういう相

談や支援も含めた学びへのアクセスができているかということになると、全て宍粟

市の子どもたちは、現状の子どもたちにおいては、学校だけではなくて教育支援セ

ンターも含め、学校サポートチームも含め、冒頭言いましたあらゆる関係者でもっ

て、子どもたちが学びにアクセスする、それはゼロの状況に限りなく近づいている

というふうに考えております。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  もちろんさつき学級を含め、それから学校サポートチーム

の皆さん方の努力、それから学校での別室指導をされている方々、非常に努力され

ているということについて、私を認めておりますが、仕組みじゃないんですね。学

校の中の別室で指導されている。先生方の善意というか努力だと思うんです。  

  やっぱりマンパワーが僕は必要だし、そういう仕組みをつくる必要があるという

ふうに思っているわけですが、まずは教育長の考え方の中で、やっぱり去年の 12月

もこれをやらせていただいておりますが、やはり教育長は学校復帰、そのことを目

指すという考え方です。そして、学校での学習や生徒の多様なコミュニケーション、

そのことが社会的自立を育んでいく重要な要素だというふうに捉えておられます。  

  逆にいえば、学校以外のフリースクールは認めておられないと、そこでは社会的

な自立は育たないという見解をお持ちのように、私は思うんですけど、いかがです

か。  

○議長（浅田雅昭君）  中田教育長。  

○教育長（中田直人君）  それが少し私の認識と全然違っていまして、去年の 12月答

弁でどのように申し上げたか、少し誤解があったら訂正しますが、不登校の要因は

多様であるように、支援も実に多岐にわたります。  
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  確かに学校復帰というものは、私は基本的に目指すべきだと思いますし、学校に

登校できなければ、社会的自立に向けて様々な学習面、あるいは友達との関係性を

含め、いろんなリスクを負うわけですから、義務教育９か年にこれを学校教育を受

けることは非常に大事だと、これは基本的に大事なことであるということは、認識

としてあるわけですが。しかし、こと不登校の子どもたちの、あらゆる子どもたち

の今の現状を見ると、それは必ずしも学校教育になじめない子どもの存在はあるし、

いるし、それから行きたくても行けない子どもたちがいるし、また今懸命に努力し

ている子どもたちもいるし、また中には今は休む期間として、ゆっくりと休養を取

ることが大事であるという子どももいます。あるいは少し一般論でありますが、起

立性の調整という、そういった疾患という部分もありますので、そういった子ども

たち全部を、学校へ復帰を全ての目標にしているということでは決してございませ

ん。学校に復帰することを目指しつつも多様な支援、学校教育に全ての子どもたち

が、復帰することを第一目標としてないことだけは、御理解いただきたいと思いま

す。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  教育長もここは前回もおっしゃいましたけども、この文科

省の調査で不登校の要因という欄がございますが、そこに無気力が非常に多いです

ね。でもこれは学校側からの回答です。でも、無気力は原因ではないと思うんです

ね。結果だと思うんですよ。だからそういう無気力になるプロセスがあって、そう

いう結果が生じていると思ってまして、前回も教育長たしかそうおっしゃいました。  

  ですから、そういうふうに至る経過をしっかり見て、それぞれの個人、個人の様

子に対して、個別に支援をしていく必要があるというようなことをおっしゃったと

いうふうに、私は捉えておりますので、そこは原因ではない。無気力が原因ではな

いというのが一致すると思ってますので、私はその子どもたちが本当に生きづらさ

を抱えている中に、今もおっしゃいました、学校だけで全てが解決できるものでは

ないと考える時代が来ているんじゃないかなと。これは子どもたちからのシグナル、

大人がもっといろんな資源を準備しなければいけないシグナルを出しているんだろ

うというふうに捉えています。  

  今日はもう全てのことは言えませんが、冒頭に言いました２点、課題困難対応の

取組として、校内フリースクール、国はスペシャルサポートルームというふうに呼

んでおります。やっぱり不登校を未然に防いだり、復帰のハードルを低くする目的
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が、このスペシャルサポートルームにはあると聞いております。  

  ちなみに市長、今年の２月現在の設置数、全国の設置数は、校内フリースクール

の設置数は、全ての学校に設置している市町村は 228市町村あります。兵庫県では

川西市が既にやっているそうです。それから設置している学校がある市町村、一つ

でもそういうことを設置している学校がある市町村 は 1,015市町村です。全体の

60％に相当します、全国の。これだけの市町村が、この校内フリースクールについ

て取り組んでいるわけです。  

  教育機会確保は、財政的な支援も含めて、市の責務というふうに明記しておりま

す。この現実に対して、市長部局としてはどう考えられますか。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  ちょっと古い話になって申し訳ないんですが、さつき学級の

設立にも私関わらせていただいて、それから随分たちまして、今日政治的にもある

いは財政支援の枠組みの中でも大きく変容してきました。これは時代の流れだと思

っています。当然それぞれの活動に対しても、財政の支援が幾ばくか充実してきた

のも事実であります。  

  先ほどおっしゃったように、フリースクール、いわゆるスペシャルルームも含め

てでありますが、課題困難の対応として、これは正確な数までは承知しておりませ

んでしたが、川西市さんのことも承知しております。  

  したがって、先ほど教育長が御答弁されたように、学校の状況やいろんな状況も

含めて、財政的な支援については、そういう条件整備が整えば、私は当然やらなく

てはならないと、こういうスタンスでありますので、十分教育委員会と調整をして

いきたいと、このように思っています。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  今年の国のもう概算要求の段階でなくなってきてますけど

も、概算要求段階でも、いろんな人的な問題とか、施設の整備の補助金制度が予算

として上がっております。この概算要求を前倒しで実施するようにという国は指導、

いわゆるもっと早めろというような状況にあるそうです。  

  兵庫県の議会、文教民生常任委員会の中でもこのことが議論になり、県の教育長

は全県設置を目指すというふうに、県の文教民生常任委員会で回答されております

ので、国・県は本腰を入れているということでございますので、ぜひ、不登校の子

の支援について、宍粟市でも教育委員会だけということではなくて、市全体で取り

組んでいただきたいと思います。もう一度お答えください。  
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○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  このことにつきましては、春の市長会でもいろいろ議論の中

で国に要望していき、さらにはまた先般も県の説明会などの話も承知しております。

したがって、財政支援もそうですが、いかに人的なこともマンパワーも確保しなが

ら、そういったことも含めて両面で検討しなくてはならないと、このように考えて

います。  

  繰り返しになりますが、教育委員会の中で、学校現場と十分条件整備をしていた

だいて、当然その設置に向けては財政支援も含めて、あるいは財政の投入も含めて、

我々は考えていかなきゃいけない。このように理解しております。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  もう一つ、国のＣＯＣＯＬＯプランというか、兵庫県のひ

ょうごプロジェクト、ここと市のちょっと違いがあるんですが、子どもが多様な生

きづらさを抱える中で、学校だけでは助け切れない実態があるということから、Ｃ

ＯＣＯＬＯプランは、多様な学びの場、居場所を確保ということで、方策を四つほ

ど示しております。  

  例えば、端末を活用したオンライン指導とか、あるいはＮＰＯやフリースクール

との連携強化、あくまでも学校と連携していくという前提ですが、あと夜間中学校

とか、不登校の特例校の設置とか、そういうことをいろいろ掲げております。ひょ

うごのプロジェクトは、多様な学びの場を確保と地域でのつながりと居場所づくり

と、それを広げていくということを兵庫は言っております。  

  ここでもう一度、これ健康福祉部長になるかも分かりませんが、令和６年４月に

スタートしますこども家庭支援センター、ここでは不登校の支援に対して取り組ま

れるというふうに思いますが、このセンターは相談が機能だろうという、機能が重

視されるんだろうと思いますが、例えば相談があったときに、次につなげる資源と

いうものが必要であると私は思いますが、そういうことについての準備はされてい

るんでしょうか。お答えをいただきたいと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  橋本健康福祉部長。  

○健康福祉部長（橋本  徹君）  こども家庭センターにつきましては、今後あらゆる

支援機関につなぐということが本旨命題となっております。ひきこもり支援、また

相談支援につきましても、つなぐということになっております。北庁舎に今後設置

するこども家庭支援センター、仮称でありますが、それにつきましても、教育委員

会、またほかのひきこもり、また不登校のそれぞれの支援機関につなぐということ
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を命題として取り組む予定としております。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  そのつなぐ機能なんですが、つなぎ先があるでしょうかと

いうことをお尋ねしております。  

○議長（浅田雅昭君）  橋本健康福祉部長。  

○健康福祉部長（橋本  徹君）  不登校のことにつきましては、教育機関であったり、

今現在、教育委員会と健康福祉部でこの不登校に関する委員会等を持っております。

その中で公式であったり。あと、それぞれの学校への登校しづらさを持っている児

童の支援については、日頃から連携を持っております。  

  あと市外の、市外といいますか、公立外の民間による現在も委託事業でやってお

ります。ひきこもりの支援業務をやっております。そういうところで相談の中でつ

なぐ、そして教育委員会とも連携を取って、子どもたちが不登校から学校通級につ

ながっていくように支援を続けていくということであります。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  教育委員会が学校に復学、学校につないでいくという範疇

なら分かるんですけども、私が申し上げているのは、やはりここのこども家庭支援

センターなんかやっていかなければいけないのは、県が言ってる地域とのつながり

なんですよ。学校に行けない子どもたち、先ほども教育長から、現状として小学校

の中で増えていると。私見ましたら低学年なんですね。だから子どもでも本当にま

だ幼少です。ひまわりのひきこもり専のほうもありますけども、どちらかというと

成人ですね。ですから、あらゆる人たちがそこに対応できる状況ではないと思うん

です。ですから、今ないならないでいいんです。これからやっぱり４月に向けて、

あるいは今後に向けて、そういう資源をつくっていこうという考えがおありなのか

どうかということを、お伺いしたいんです。  

○議長（浅田雅昭君）  橋本健康福祉部長。  

○健康福祉部長（橋本  徹君）  確かに現在取り組んでおること、そして令和６年４

月以降のこととなりますと、中学生、高校生、また青年層の支援となっていきます。

小学生を支援としたというようなところについては、まだ十分でないところがあり

ますので、今後国のほうからも居場所づくりというようなところで、今後メニュー

も出てくるかと思いますので、その辺も考えながら取り組んでいきたいと思います。  
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  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  教育長にもう一度求めますが、今答弁いただかなくてもい

いんですけども、もう一度私が申し上げている実施要項、これ多分教育長も関わっ

ておられると思いますよ。もう一度読み込んでください。国のＣＯＣＯＬＯプラン

と兵庫県の不登校対策プロジェクトの違いが、私はあると見ています。ないんであ

ればもう少し細かく要綱をつくっていただきたいと思います。  

  特に、課題困難対応の部分については、少し今の教育委員会はどちらかというと、

学校復帰前提のプログラムになっているように私は捉えました。ですから、課題困

難対応も、もちろん学校に通えたらいいですけども、やっぱりそうでない方々、あ

るいは学校以外での社会的自立を求める、そういうこともあるのかもしれません。

そういうことも含めて、もう一度そこを検討いただきたいと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  中田教育長。  

○教育長（中田直人君）  承知しました。その件につきましては答弁させていただき

ます。その前に一つ、大畑議員と市長とのやり取りで、スペシャルサポートルーム、

国が今進めてますね。これについてちょっとだけ議論の食い違いがあったら困りま

すので、確認だけさせてください。  

  国はスペシャルサポートチーム、ルームですね、失礼しました。あるいは川西市

さんは校内サポートルーム、あるいは今日の冒頭の大畑議員のお話は、校内フリー

スクール、名前はいろんな名称があるわけですけれども、これは今共通しているこ

とは、学級編制基準上に認められてない学級です。これは通常の学級以外の別室で

す。  

  ということになりますと、ここには学級担任は原則今いないわけです。つまり、

宍粟市がやっている別室指導は全く同等です。つまり、私どもの今答弁している別

室指導というものは、国が言うスペシャルサポートルームという、まだガイドライ

ン全体を見てないんですけれども、あるいは校内フリースクール、校内サポートル

ーム、これは全て同様のものとして私は認識しております。  

  ただ違いなのは、人的なそこに担任が張り付けられるのかとか、そこに支援する

支援スタッフは誰なのかとか、そこに仕組みがあるのかという。そこは市単独の財

源でもって、スタッフを配置しているのかという、そこが根本的に違うわけですけ

れども、今国が進めようとしている学校に行きづらい子どもたちは、本市で言うさ

つき学級、教育支援センターという一つの、あるいは今議員がおっしゃられた地域
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にあるＮＰＯさんであるとか、民間さん、いろんな多様な学びの場をつくろうと。  

  これはそうなんですけども、学校へは行くけれども教室に入りづらい、この子ど

もたちを校内でどのようにしたらいいだろうかという話なんですけど、そこは繰り

返しになりますが、今国が進めようとしている校内の教育支援センターというもの

は、既に宍粟市で行っている別室児童と同等であると、私は認識しております。た

だ、支援の在り方が違いますけれども、これが１点です。  

  もう一つは、地域におけるそんな多様な場ということが、いろいろ今後も議論に

なってこようと思いますし、これからは今の法律の趣旨を踏まえるときに、私たち

地方自治体としても、地域で多様な学びの場をいろんな民間団体でありますとか、

これは個人、法人問わず、そういった学びの場をつくっていこうとする方々と一緒

に、我々は手を携えて学校、教育支援センター、そうした団体ともこれは進めるよ

う、これは法の趣旨はそうです。それはそのとおりなんですけれども、私は学校復

帰を前提としてるんじゃないんですが、学校復帰だけを目標とせず、社会的な自立

に向けてということについて、そういう考えを持ってるんですが、ただ今後、地域

やＮＰＯ、そういった連携、協働を今後考えていく上で、大事なポイントが幾つか

あります。  

  一つは、やはりこれは義務教育制度の中に位置づいてる連携でなければならない

ということです。９か年の学校教育、学習指導要領にも関与し、教育課程にも関与

し、これは学習活動、それが１点。  

  それからもう一つは、ただそういった学習面のみならず、心のケアであるとか、

あるいはカウンセリングであるとか、医療や福祉ともつながなければならない面も

あります。あるいは個人、それは法人で、どういった団体になるかは別としてなん

ですけども、不登校の様々な要因、そしてまた支援について、やはり真に子どもた

ちの懸命に頑張っている姿を応援してという、教育的な配慮がなければならないし、

やっぱりそういうことを全て含めると、今後私ども今不登校の協議会を設置してお

りますが、そういったところでも議論をしながら、この宍粟市内にそうした学校や

教育支援センターとともに、子どもたちの多様な学びの場として支援していこうと

いう。そういう団体等がおられたら、私たちもそこ一緒になってそれは取り組んで

いくべきものだろうと、これは認識として持っております。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  11番、大畑利明議員。  

○１１番（大畑利明君）  もう時間がありませんので、最後に不登校をゼロにすると
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いうことでお互いに頑張っていくということで、私の質問を終わらせていただきた

いと思います。そういう意味では、市長部局もしっかり応援をいただきたいという

ことを申し上げて、終わりにしたいと思いますが、最後市長に答弁を求めてもよろ

しいですか。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  繰り返しになりますが、十分教育委員会と連携して、ただい

ま教育長が申し上げたことも踏まえながら、取り組んでいくことが重要だと、この

ように捉えております。  

○議長（浅田雅昭君）  これで 11番、大畑利明議員の一般質問を終わります。  

  会議の途中ですが、ここで 11時 00分まで休憩をいたします。  

     午前１０時５１分休憩  

                                       

     午前１１時００分再開  

○議長（浅田雅昭君）  休憩を解き、会議を再開します。  

  続いて、今井和夫議員の一般質問を行います。  

  15番、今井和夫議員。  

○１５番（今井和夫君）  15番、今井和夫です。どうぞよろしくお願いいたします。  

  今回は大きく三つあります。一つ目は割と緊急の課題で、ぜひとも検討いただき

たいという部分です。あと二つ目、三つ目に関しては今後の課題というところで捉

えていただければなと思います。  

  それではまず一つ目です。地域運営組織の事務局は、行政が担うべきではないか

というところであります。  

  今、市は宍粟市は 15地区に分けて、それぞれに地域運営組織をつくろうと言われ

ています。これは実は非常に重要なことで、その地区に人が住み続けていく上で、

人の心がその郷土に根づく上で、本当は不可欠なものであります。  

  例えば、第１のダムとして、北部市民局の建て替え等を行いましたが、本当のダ

ム機能は、この地域の自治の仕組みづくりであると思います。このことを進めてい

く上で一番重要なのは、事務局であります。これを今、市は国の地域支援員、国の

というか、国が財政支援をしてくれる地域支援員を充てて進めようとしています。  

  しかし、地域支援員のような勤務時間の上限が短く制限され、かつ給与もそれに

合わせて少ないような待遇でできる仕事ではありません。地域づくりは行政に頼る

のではなく、住民自らしていくことが大事と言われたりしますが、現実は住民のボ
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ランティアでつくっていけるものではありません。  

  まちづくりの実働は、住民によるボランティア活動が主体ですが、そのボランテ

ィア活動を組織し、動かしていくのはボランティアではできないのです。行政の人

も大事な地域住民です。地域住民の１人として、地域住民から地域づくりの核であ

る事務局を付託されて、正規の仕事としてその地域づくりに取り組む。この構造に

何も問題はありません。というか本来それこそが、市役所職員の最重要の仕事の一

つではないでしょうか。  

  行政は地域づくりから距離を置こうとしているように感じるのですが、それはい

ささか間違っているのではないでしょうか。もちろん財源が国から出る地域支援員

を使わない手はありません。しかしそれは行政の補佐として入るべきではないかと

思います。  

  今進んでいる千種地区をモデルにと言われますが、千種においても現体制では行

き詰まっているのが現状です。本当に 15地区で地域運営組織を立ち上げるつもりが

あるのならば、職員を事務局として充てるよう考え直していただきたいと思います

が、いかがでしょうか。  

  続いて二つ目です。近隣諸国との民間交流をつくり平和構築の力に。  

  最近とみに国と国の紛争があちこちで起きているように思われます。国と国とい

う話になると、なかなか難しいことも出てきますが、その前段階として、国民同士

が理解し合えてない状況があるのではないでしょうか。テレビやＳＮＳにおいても、

本当の情報がしっかり伝えられているとはなかなか言えない状況もあるのではと思

っています。  

  そこで大事になってくるのが、直接会って話をするということではないかと思い

ます。特に近隣諸国とはいろいろあっても、やはり仲よくしていかなければなりま

せん。そのためには、やはり直接会って話をし、友達になっていくことが重要なの

ではないでしょうか。  

  自治体外交という言葉があります。地方自治体であっても、どこかの市と姉妹都

市を結び、人が行き来することにより、現地の人と仲よくなっていく。それは、市

民の近隣諸国に対しての好感度、信頼感の醸成に大きく役立つのではないかと考え

ます。ともすれば偏った情報も流れる中で、少なくとも宍粟市民には友好的な市民

意識を築いてもらうのも、市の一つの大きな仕事ではないかと考えます。  

  ぜひとも、中国、韓国、台湾、できれば北朝鮮等の近隣諸国との姉妹都市提携を

検討してみてはいかがでしょうか。  
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  続いて三つ目です。放射線育種作物についての対応検討を。  

  今、兵庫県は放射線育種米を導入しようとしていると聞きます。もちろん政府が

推奨しているという背景があるからでありますが、カドミウム汚染のない米を作る

ためということらしいですが、世界的な基準 0.2ｐｐｍ以上の米は、国内全体の

3.3％でしかないと言われます。それなのに、全ての米を放射線で遺伝子を変異さ

せたカドミウムを吸収しにくい米にしようとしています。またこれを有機米として

も認めようともしています。従来遺伝子組換え作物は有機農産物としては認められ

ておりません。遺伝子組換え技術と同様、この放射線育種技術の安全性も確証され

ておりません。  

  日本政府は安全という立場で進めていますが、世界の多くの国は安全性が疑われ

るとして、遺伝子組換えを規制しています。問題なのは、放射線育種米であっても、

それを明記しなくてもよいということだと思います。宍粟市では、安全・安心な米

を売りにしていく上で、このことへの対処も検討していく時期が来ているのではな

いでしょうか。ＪＡと一体となって対処方法を検討していただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。  

  以上１回目の質問を終わります。  

○議長（浅田雅昭君）  今井和夫議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。  

  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  それでは、今井議員の御質問にお答え申し上げたいと、この

ように思います。  

  まず前段でありますが、昨日、今年の世相を表す漢字が清水寺で発表されました。

毎年ありますが、今年は税とこういうことでありました。まさにシビアに税の行方

を感じていらっしゃる国民の皆さんが多いということで、税というふうになったよ

うに報道がありました。私たちは貴重な税をお預かりして、それぞれまちづくりを

進めておるわけでありますので、そのことも十分この１年を振り返りながらであり

ますが、その税という在りようもしっかり捉えなくてはならないと、そういう意味

での今年の世相の漢字だったと私は感じております。  

  それぞれ、またいろんな思いがあると思うんですが、したがってまちづくりにこ

の貴重な税をどう投入するかということも併せもって、表裏一体のものだと、この

ように捉えております。  

  それからもう一つ、今日新聞発表にもありましたとおり、大変うれしいニュース

がまたありました。兵庫県の農林水産の貢献ということで、県下で九つの団体と、
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逆ですね、９人の方と一つの団体ということでありました。特に畜産農家として６

次産業化や、あるいは後継者育成で地域貢献されたということで、宍粟市の方が、

県のほうから農林水産表彰を受けることが新聞発表でありました。今定例会の冒頭

でも、農林水産大臣表彰とか、環境大臣表彰とか、３名の方々があったことを御報

告申し上げましたが、県のそういったことも、今日あったということで大変うれし

いニュースとして、前段お伝え申し上げたいとこのように思います。  

  さて１点目の御質問に御答弁申し上げますが、地域運営組織事務局は、行政が担

うべきじゃないかと、こういうことであります。この課題については、かねてより

今井委員より、地域運営組織の在りようを含めて、御質問もいただいておりました

し、御提案もいただいておりました。  

  そういう観点も含めてでありますが、この組織には地域内の様々な関係団体が参

加をしていただいて、地域運営の指針となるまちづくり計画に基づき、地域課題の

解決に向けた取組を持続的に実践する組織でありまして、その事務局職員は、この

協議のいわゆる中心的役割を担うことから、現段階では、地域内で信任された人材

を充てる必要があると考えておりまして、冒頭ありましたとおり地域差にあっては、

コーディネート役としての地区コミュニティ支援員、この２人を配置するのが現在

これまでの間、それぞれの課題に挑戦をしていただいております。  

  同時に、まちづくりアンケートなんかも取っていただきながら、地域課題を整理

をしていただいて、その課題の解決に向けたまちづくり計画の策定等々も現在進め

ておるところでありますが、この間、なかなか組織の運営、あるいはこれからの方

針決定を含めて、また地域の皆さんの結集、そういうことで非常に厳しい状況だと

いうことも私も聞いております。  

  当然、地域運営組織のスタートに当たっては、当然のことでありますが、事務局

機能を担う職員が必要となります。これは 15地区共通のことだと思いますが、その

事務局職員の身分等につきましては、当面は先ほど申し上げたとおり、御質問の中

であったとおり、国の集落支援制度に基づいて、特別交付税措置を活用して、いわ

ゆる市職員として配置をしておる状況であります。  

  実際に活動していただいてる事務局職員の皆さんには、いろいろ御苦労いただい

ておると、このように考えております。いかにして地域の課題を掘り起こし、課題

解決に向けてコミュニティ全体が、それぞれの役割を持って進めていくかというこ

とについては、まさに私は事務局というのは非常に重大な任務を担っていただいて

おると、こういうふうに考えております。  
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  したがって、地域の皆さんの意見や協議を重ねながら、まさに地域の実情に精通

した人材を事務局職員として任用する必要があるだろうと、こう考えておりまして、

提案のあった市の職員としてということについては、今後の課題とさせていただき

たいなと、このように思っておりますし、そのことについては、現段階ではじゃあ

こうするということになりませんが、十分承知をしておると、こういうことであり

ます。  

  それから、２点目の近隣諸国との民間交流でありますが、御承知のとおり、アメ

リカのワシントン州スクイム市と姉妹都市提携を結びながら、これまでは民間、近

年は中学生の相互交流と、こういう状況でやっております。また姉妹都市締結には

至っておりませんが、波賀小学校、もともと旧野原小学校からのスタートでありま

すが、波賀小学校でオーストラリアのアイアンサイド小学校との親善交流をやって

いただいて、今年は４年ぶりにコロナ禍を踏まえながら、ホームステイによって受

入れをしていただいて、児童同士の交換がなされました。  

  まさに自治体が行う姉妹都市締結は、国が行う国が主体となる外交とは異なって、

双方の教育とか、あるいは文化、スポーツ、経済、福祉などの各分野において親善

交流を図る中で、相互に異なる文化や価値観などの理解を深めることによって、そ

れぞれの平和への歩みを進めていこうと、こういうことでもありますし、異文化を

共通理解することによって将来にと、こういうこともあります。  

  したがって、今後におきましても、民間レベルでの交流ということは非常に重要

と、このように認識しております。ただ、現時点におきましては、先ほど議員が言

われましたような自治体での交流で、先ほど何カか国かおっしゃっていただきまし

たが、直ちに姉妹都市をというのは、なかなか厳しい状況下でもありますが、今後

民間交流も含めて、文化の相互理解や機運の高まり等々を見定めた後、ある程度今

後議論を行政のほうからも、積極的に働きかけをしていく必要があるのかなと、現

段階ではそのように認識をしております。  

  ３点目につきましては、担当部長のほうから御答弁をさせていただきたいと思い

ます。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  私からは放射線育種米についての対応、検討についての

御質問にお答えさせていただきます。  

  放射線育種米について、兵庫県に確認しましたところ、放射線育種により育成さ

れたカドミウム低吸収性の水稲、「コシヒカリ環１号」について、より安全な兵庫
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県産のお米を生産するために、導入を選択肢の一つとして検討しているが、兵庫県

での導入の決定はしていないとの報告を受けております。  

  本市としましては、兵庫県の決定を待つとともに、龍野農業改良普及センターや

ＪＡでの品種の採用を支持して、引き続き安全・安心なお米の生産を推進してまい

りたいと考えておるところでございます。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  15番、今井和夫議員。  

○１５番（今井和夫君）  どうもありがとうございます。それではまず一つ目です。  

  私も前にも何度かこの話はさせてはいただいておるんですけども、結局現実が進

まないんです、やっぱり。この地域支援員になられてる方の意見を聞いても、やっ

ぱり非常に中途半端な勤務体系になってきますので、もちろんほかでも仕事をしな

いと、やっぱり生活がしていけないというような形の中で、なかなか思うような仕

事がやっぱりできないというのが、この国の地域支援員制度を事務局に充てるとい

う形の、一つの形になっていくんじゃないかなというのが、やっぱりこの間ずっと

何年も、もうこの制度になって大方５年近くなるんじゃないかと思うんですけども、

ある意味これ一つの結果が出てると思うんですね。  

  そういう中で、今晩もあるんですけど、この前、何日前かな、半月、一月もなら

ないですけども、今千種の中では、従来のまちづくり推進委員会をもう一度形をつ

くり直そうと、市民、町民に、本当に町民のまちづくり推進委員会にしていかない

かんという形で、つくり直そうという形を今しておるんですけども、例えばこの間

のときも、市民局長は来ていただいとったんですけども、主導じゃないんですよね。  

  もちろん例えば、千種の市民局にまちづくり推進課というのがあって、やはりふ

と考えたときに、どうしてそこの職員が、何だろう、ここに主導になって進めてい

かないんだろうというのを、やっぱり総意があってもいいんじゃないかなというか、

ある意味そのために、市民局のまちづくり推進課というのがあるんじゃないかなと、

これをしなくて何の仕事するんだろうというふうにも思えるわけです。  

  それほどやっぱり、この地域のまちづくり組織をつくっていく事務局というのは、

非常に重要なポジションです。もちろん職員だったら誰でもいいというわけじゃな

いです。やはりスキルが必要です。もちろん思い、熱意、当然それは必要ですけど

も、そういうところをやっぱり職員の中で、何だろう、しっかり研修をしていただ

いて、そういうスキルを持った職員が、この任務に当たっていくという形をしてい

かないと、やっぱりどんどん人材というのは減っていってます。人口もやっぱり減
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っていく中で、都会のまちづくりのやり方とは、やっぱりかなり違うと思うんです

ね。  

  そういう中で、やはりしっかりしたスキルを持った事務局員をきちんと今後も配

置していくという意味においては、もうこの方法をやっぱり考えていってもらうと

いう形でないと、現実も進まないというのが、この間まちづくりの中の役員で話し

たんですけども、もう一致点です。これをしないと、もうできないというのが一つ

の一致点であります。  

  そういうことも含めて、ぜひとも考えていただきたいというところなんですが、

いかがでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  おっしゃる意味は十分理解できましたし、現実がそうだろう

というふうに思います。令和２年からずっとこうやって、この４年間いろいろ模索

をしていただいたと、このように考えております。  

  基本的には一括交付金を含めて、全体的にその地域で地域の課題を解決するには

どうかという大きな理念があったわけであります。もう一つは、参画・協働という

大きな理念の中で、私は行政主導になるべきなのか、あるいは住民主導で地域主導

でやっていくべきなのか。このバランスの中で、どうこの問題を解決していくかと

いうことも非常に重要だと、こう捉えています。  

  この間の歩みを見ておりますと、やっぱりそのところ辺りで行政がしっかり、住

民の皆さんがこの一つの舞台の中で、いかにして舞台で踊っていただくような、舞

台の裏ではしっかり条件整備をする。その行政と市民のこの役割のところを、もう

少しコーディネートをどうするかという、こういうところだと思っておりますので、

来年の４月からは、いよいよ協働センターが全て出来上がりますので、そこには箱

物はできても、やっぱりそこにソフト、魂を入れると、魂というのは自らの地域を

自ら考えて、将来どうしていくんだということも含めての魂だと、このように考え

ておりますので、市民局の機能の在り方も含めて、あるいは地域の皆さんのいかに

舞台で演出していただくよう、演じていただくようなテーブルを、どうつくり上げ

るか。そういう意味では、行政の職員の役割がどうあるべきなのかも含めて、少し

時間をいただいて、検討していきたいと。  

  そのことによって、地域がどう動いていくかということも非常に重要であります

ので、今日は結論は出ませんけども、十分検討材料としてこのことを踏まえて、今

後の市政運営も含めて、私自身研究を、いつまでもというわけにはいきませんので、
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できるだけ早い段階で導いていきたいと、このように思います。  

○議長（浅田雅昭君）  15番、今井和夫議員。  

○１５番（今井和夫君）  何度も言ってますけども、この宍粟市のような大きな市で

すね。そういう中では、やはりこの中心部じゃないところ、特にやっぱり自分たち

の町は自分たちで考えて、自分たちで決めて、自分たちでつくっていくという、そ

ういうふうな自治の組織がなかったら、自治の仕組みというか考え方やね、住民そ

れぞれにそういうふうな気持ち、心構え、思い、郷土に対してのそういう思いを持

てるようなやっぱり仕組みをつくっていかないと、これダムにはやっぱりならない

と思うんですね。  

  そういう意味で、これ例えばこういう総合計画というのを、５年に１回とか、 10

年に１回とかという形で市はつくられます。これはこれでもちろん大事なんでしょ

うけども、前にも一遍言ったことがあると思うんですが、私がこれを知ったのは議

員になってからです。ずっと住民でおる間、こういうのがあるというのは知らなか

ったです。やっぱりそういうふうに、私だけかもしれませんけども、やっぱりなか

なか身近な存在じゃないんですよね、これはね。  

  でもやっぱり、地域づくりというのは、本当にやっぱり一人一人がやっぱり参画

をしていかないと、参画と協働とかという言葉が盛んに言われますけども、一人一

人がやっぱり参画していかなければいけない。もうちょっと身近なエリアの中で、

Ａ４、１枚でいいですから、例えば 15地区でやっていこうとするんだったら、今年

の目標は何にしよう。今までの課題はこうだった、じゃあ今年の目標は何にしよう

みたいな形で、各地区で本当にもう手づくりのこういう計画をつくっていけるよう

な、そういうふうなやっぱりまちづくりも必要じゃないかなと。  

  そういうことをしっかりやっていく上では、本当に事務局というのは非常に大事

な部分だと思いますので、その辺りで、ぜひともここは前向きに考えていただきた

いと思います。  

  その次、二つ目にいきます。  

  近隣諸国との民間交流をつくり、平和構築というところです。もちろん先ほど言

われましたようなスクイム市との姉妹都市は当然されてます。それはそれで当然結

構かと思います。私がここで言いたいのは、正直ちょっと今、国の流れを見ている

と、非常に不安に感じるところはあります。何だろう、防衛費をどんどん増やして

いってトマホークを買って、あんなに西南諸島にずっと並べていって、でも武器で

平和はつくれないですよね。やっぱりそういう中で、じゃあ自治体として何ができ
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るんだという話になったときに、やっぱり民間交流をつくっていくということも、

一つの自治体の一つの大きな役目として、あってもいいんじゃないかなというのを

感じます。  

  そういう意味で、特に名前を挙げましたけれども、中国、韓国、台湾、北朝鮮、

こういう辺りですね、やっぱりしっかりとした民間交流ですね。友達になったら、

なかなか戦争は起こらないですよ。そこに向けての市としての動きというのも、こ

れはつくってもいいんじゃないかなと思う次第です。  

  そういう部分の中で、今回の一つの提案なんですけども、そういうところで再度、

もう一度答弁をお願いいたします。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  昨日も垣口議員から交流の話とか、非常に大事だとこういう

ことであります。少し訂正させていただきたいんですが、昨日もスクイム市との交

流の年次的なこと、ひょっとして間違ってるかも分からんということで、御答弁申

し上げたんですが、調べていきますと、頭で記憶はなかなかないんで、実際見てみ

ますと、平成５年の６月に実はスクイム市の市長さんがお越しになって、そこで友

好都市締結ができたと、こういうことであります。その後、民間交流もしながらで

すが、平成７年に初めて中学生を派遣して、そのときから中学生の交流が始まった

ということであります。  

  したがいまして、昨日も申し上げたんですが、私は２回ほどスクイム市にもお邪

魔させていただいて、まさに民間交流の中で交流の大切さを肌で感じました。ただ

残念なことには英語がしゃべれなかったので、非常にそのときは残念な思いだった

んですが、その交流というのは非常に大事だと思います。もちろん文化やいろんな

こともありますが、お互いを理解することによって、きっと私は平和へと、こうい

う動きに最終的にはつながっていくだろうと、このように考えております。  

  先ほどおっしゃったような自治体間によって、いわゆる外交ではなしに、民間の

交流事業というのは非常に重要と捉えておりますので、私は市民の皆さんやあるい

はいろんな国際交流協会も含めて、これからいろんなところで機運が高まったとし

たら、まさに行政も一緒になって、一定の旗振り役として、この役割をしなくては

ならないだろうと思っておるんですが、現段階でじゃあどこというのはありません

けども、いわゆる民間のそういう交流というのは、私は非常に重要だと、自分の体

験からも大切だと、このように考えておりますので、今日の段階ではそのような答

弁でこらえていただきたいなと、このように思います。  
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○議長（浅田雅昭君）  15番、今井和夫議員。  

○１５番（今井和夫君）  ぜひとも、また検討をお願いいたします。  

  それでは三つ目です。  

  放射線育種米のことですが、先ほどの答弁の中では、兵庫県としては導入はまだ

決めてないという答弁だったと思います。私の情報の中では、一応秋田県と兵庫県

というのは、全国に先駆けて導入しようというふうに進んでいると聞いているわけ

ですが、その辺りはどうなんでしょう。もう一度お願いします。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  私どもが直近で最近確認したところですと、やはり導入

のところは、まだ検討段階だと確認しております。むしろ今兵庫県のほうでは、や

はり今年猛暑ということで、かなり一等米なんかの減収もあったということも踏ま

えて、やっぱり高温に耐え得るような、そういう品種のことも検討し始めていると

いうことも聞いておりますので、今はまだ決まっていないという状況でございます。  

○議長（浅田雅昭君）  15番、今井和夫議員。  

○１５番（今井和夫君）  分かりました。そうしたら一応ここについては、こういう

ふうな問題も今後起こってくると、全国的なトレンドとして、やはりこれを導入し

ようとしている流れというのは、やっぱり一つ確実にやっぱりあると思いますので、

問題はこれ、こういうふうな米ですよという表示もできないというような、そうい

うふうなことも流れの中で進んでるんじゃないかなという、そういう情報もありま

すので、やはり消費者が選択できないというのは、やっぱり一番具合悪いなとやっ

ぱり思いますので、そういうことも含めて、それからせっかく「ちくさの舞」、

「みかたの舞」等々、より安全な米ですね。ネオニコフリーの米を作っていこうと

してる、これは非常にすばらしい取組だと思いますので、その延長線上に、やっぱ

りより安全な物を作っていくという部分で、しっかりアンテナは伸ばしておいてい

ただきたいなと思います。  

  以上で終わります。  

○議長（浅田雅昭君）  答弁はよろしいですか。  

○１５番（今井和夫君）  じゃあ、最後お願いします。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  議員のおっしゃることは肝に銘じて、今後やっぱり安

全・安心なやはりそういう野菜も含めて、生産者の方がやはり消費者の方に伝わる

ような物もやっぱり伝えていきたいと思いますので、その辺には努めていきたいと
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思っております。  

○議長（浅田雅昭君）  これで、 15番、今井和夫議員の一般質問を終わります。  

  続いて、山下由美議員の一般質問を行います。  

  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  ２番の山下です。議長の許可を得ましたので、一般質問を行

います。  

  今回は３件の質問をいたします。  

  小・中学校の給食費は引き上げず、無償化を。  

  教育委員会において、給食費の改定、引上げが予定されております。しかしなが

ら、異常な物価高の中、勤労者の実質賃金が減り続けており、小学生で年間４万

1,800円、中学生で年間４万 5,100円の給食費負担は、子育て世代にとって大きな負

担であります。教育の一環としての学校給食であることからも、市の施策として

小・中学校の給食費は引き上げず、保護者負担の無償化を行うべきではないでしょ

うか。市長、教育長にお伺いいたします。  

  続きまして、無料低額診療事業について。  

  公立宍粟総合病院においても、外来、入院において医療費の滞納があり、その要

因は、生活の困窮によることが多いとの説明でありました。無料低額診療事業は、

生計困難な人が経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会が制限されること

がないよう、無料または低額な料金で診療を行うものであります。  

  市において、この無料低額診療事業についての制度の説明や、どこの医療機関で

行っているかなどの広報や周知が、なされているのかどうかということをお伺いい

たします。  

  宍粟市民が経済的に困ったときにも、安心して医療が受けられるように、公立宍

粟総合病院においても無料低額診療事業を実施するべきではないでしょうか。市長

にお伺いいたします。  

  最後に、介護保険制度について。  

  介護保険制度が開始されて 23年が経過しようとしております。現在、令和６年度

実施の第９期介護保険事業計画が策定中であります。兵庫県下でも３番目に高い介

護保険料を引き下げるべきではないでしょうか。また、必要な人がその人に必要な

介護を受けられるように、利用料の市独自の減免制度をつくるべきではないでしょ

うか。市長にお伺いいたします。  

  以上で１回目の質問を終わらせていただきます。  



－159－ 

○議長（浅田雅昭君）  山下由美議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。  

  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  それでは、山下議員の御質問にお答えを申し上げたいと思い

ます。  

  大きく３点でありますが、給食、介護保険については私のほうから、あとは担当

部長から答弁をさせたいと思います。  

  まず１点目の小・中学校の給食費の関係でありますが、現在、原油あるいは電力、

食料費など、今般の物価高騰が保護者の皆さんの家計に大きな負担となっているこ

とは認識をしております。しかしながら、生産者の方やあるいは栄養教諭、調理員

の努力と工夫は、既に限界に来ておる状況であります。令和６年度以降の学校給食

費改定につきましてはやむを得ないと、このように考えておるところであります。  

  一方で、物価高騰に対する保護者の皆さんの経済負担の軽減は、検討しなければ

ならないと考えておりまして、支援策について、現在協議をしているところであり

ます。また、恒久的な市費による学校給食費の無償化は、これまでも御答弁を申し

上げたとおり厳しいと考えております。 113回の定例会の御質問の中でも御答弁申

し上げましたとおり、市としましては、学校給食費に対する恒久的な財政支援の仕

組みの創設を、国に要望をしているところであります。  

  今後も日本一の学校給食の質を維持し、食育の観点からも、宍粟市の豊かな食材

を生かした食文化の継承と発展を実現できるように取り組んでまいりたいと、この

ように考えております。  

  次に、介護保険制度についてでありますが、１点目の保険料を下げるべきでは、

こういうことでありますが、現在宍粟市では、令和６年度から令和８年度を計画期

間とする、第９期介護保険事業計画の策定を進めておりますが、今後国から示され

る予定の介護報酬改定等の反映を行い、さらに介護保険事業基金の活用も図る中で、

介護保険料の上昇を可能な限り抑えてまいりたいと考えております。  

  ２点目のサービス利用者負担金について、市独自の減免制度、このことでありま

すが、介護サービス利用者負担金の減免につきましては、これまでも御説明をして

おりますとおり、介護保険制度は公的保険でありまして、国の責任において必要な

措置が講じられるべきものと考えておりまして、当市におきましても制度の趣旨を

踏まえ、適正な制度運用に努めているところであります。  

  したがいまして、国の政策によらない限り、制度の枠組みを超えて市単独で減免

制度をつくることは、持続可能な行財政運営を図る観点からも、非常に困難と考え
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ておりますので、御理解いただきたいとこのように思います。  

  私のほうからは以上であります。  

○議長（浅田雅昭君）  橋本健康福祉部長。  

○健康福祉部長（橋本  徹君）  私からは、無料低額診療事業について、１点目の無

料低額診療についての広報や周知についての御質問にお答えします。  

  無料低額診療事業は、経済的理由により適切な医療を受けることができない方に

対し、無料または低額で診療を行う社会福祉法第２条第３項第９号の規定に基づき、

第二種社会福祉事業としてありまして、実施主体は医療機関となっております。  

  現在、当市におきましては、公立、民間を含め、この無料低額診療事業を実施さ

れている医療機関がないこともあり、実施の医療機関についての積極的な周知及び

広報は行っておりません。  

  なお、兵庫県のホームページにおいて、県内の実施医療機関を確認することがで

きます。  

  以上であります。  

○議長（浅田雅昭君）  菅原副院長。  

○総合病院副院長兼事務部長（菅原  誠君）  私のほうからは、無料低額診療事業に

ついての２点目、公立宍粟総合病院における無料低額診療事業の実施についての御

質問にお答え申し上げます。  

  県内の状況といたしましては、先ほど福祉部長が御答弁申し上げましたように、

ホームページ等を確認いたしますと、無料低額診療事業を実施している医療機関は、

神戸市ほか４市におきまして、病院が 10施設、診療所が 19施設となっております。

これらの施設はいずれも、その設置主体が社会福祉法人、医療生活協同組合、公益

社団法人、特定医療法人となっておりまして、公立病院は皆無といった状況になっ

てございます。  

  これらの施設の無料低額診療事業の取組の背景といたしましては、病院の理念や

使命のもとで、法人税とか固定資産税の税制上の優遇措置などを受けることができ

る仕組みも勘案し、社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業として実施されている

と推察しております。  

  本事業の基準につきましては、生活保護を受けておられる患者と、無料または

10％以上の減免を受けた患者の延べ数が、取扱い患者の延べ総数の１割以上である

ことなどの基準が設けられているところでございます。  

  当院の該当患者は、令和５年 10月診療の実績で見てみますと、そのような患者が
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１％未満となっており、この基準とはかなりの格差がございます。また、無料低額

診療事業の実施に伴う公立病院への税制上の優遇等もないことなどから、病院運営

上、現在、無料低額診療事業を実施する状況にはないのではないかと考えていると

ころでございます。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  それでは、小・中学校の給食費は引き上げず無償化を、とい

う質問から、再質問させていただきたいと思います。  

  私は同じ内容の質問を９月議会においても行っております。そのときも市長は、

コロナ禍や今般の物価高騰によって、学校給食のみならず保護者の皆さんの家計に

は、大きな負担になっていることは認識をしておりますと、そのように今日もお答

えくださったんですけれども、答えてくださっております。  

  その上で、しかしながら無償化により、保護者の経済的負担は当然軽減されるこ

とになるわけでありますが、厳しい市の財政運営の中、恒久的な市による学校給食

費無償化は、これまでも答弁してきたとおり厳しいと考えておりますという回答を

しておられます。  

  そして、令和６年度国・県予算編成に対する要望として、学校給食費に対する恒

久的な財政支援の仕組みの創設を要望しておられるわけであります。そのお考えと

か方向性とかは、間違っていないと認識はしておりますけれども、しかしながら保

護者の皆さんは、今現在コロナ禍や物価高騰によって、家計に大きな負担を背負っ

ておられるということなのであります。  

  今こそ、小・中学校の給食費は引き上げずに、無償化することを市の施策として、

考えるときではないかと思うわけでございますが、いかがでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  ９月議会で御答弁したこと、それから先ほど御答弁させてい

ただいたことも大きく変わってないのはそのとおりであります。  

  したがいまして、無償化というのは繰り返しになりますが、先ほど御答弁したと

おり、非常に厳しいという状況であります。ただ現状の中では、今物価高騰に対す

る経済負担も含めて、今協議をしているということを今回御答弁申し上げたところ

でありますが、そういうことも十分現状も承知しております。  

  ただ、先ほどの繰り返しになりますが、御答弁させていただいた考えに変わりは

ありませんので、よろしくお願いしたいと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  
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○２番（山下由美君）  今年 11月の文教民生常任委員会のときの教育委員会の提出資

料によりますと、学校給食費の滞納件数及び滞納者数ともに、増加傾向にあるとい

うことが分かりました。例えば滞納額ですが、９月末、小学生 30件、 43名、 196万

3,890円。中学生 22件、 26名、 63万 720円。合計 259万 4,610円となっております。  

  こんなふうに、その滞納件数が伸びているということは、やはりこのコロナ禍、

あるいは物価高騰によって、非常に家計に大きな負担を現在背負っておられるとい

うことではないのかなと思うわけでありますけども、この状況をどのように分析し

て、どのように対応されるお考えなのかということをお尋ねいたします。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  今お聞きした資料、実は十分承知しておりませんが、かつて

私もその担当の任に当たっているときもありましたので、そのときから見ますと、

多分児童数、生徒数の減少によって滞納件数が少なくなったのかなと、このように

思いますが、特別会計というか、別会計から一般会計化して、丸２年が経過しまし

た。当然その債務については、市が責任を持ってその債務の履行、管理をしていか

ないかんということでありまして、ただいまおっしゃった件数だと思います。ただ

具体的にその中身を分析しておりませんので、今の御質問に的確に答えることはで

きないのではないかなと、このように思いますが、おっしゃったように物価高とか、

生活のいろんな困窮の問題、いろいろあろうかと思います。そういうことも加味し

て、そういう結果になっていることも想定としてはできるわけでありますが、十分

な分析はしておりません。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  このような現状があるわけですから、今給食は引き上げずに、

無償化をというふうに考えられないということは、なぜなのかとやはり思ってしま

うわけでございます。その最も大きな、なぜ引き上げずに無償化されないのかとい

うその根拠というか、それを教えていただけたらと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  明確な根拠を示せと言われても大変難しいところであります

が、一つの根拠としては恒久的に無償にしますと、今国の支援が仮に全くないとし

たら、当然恒久的に財政支出をしなくてはならないと、こう相反しますので、それ

は一つの要因かなとこう思っています。  

  同時に給食費というのは、当然給食というのは一つの教科も含めてですが、学校

教育のプログラムの中で食育という観点、これはしっかりせないかんということは、
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かねてより申し上げておりますとおり、国のそういったことの中で当然しかるべき

だろうと、こう考えております。  

  その両面からいたしましても、宍粟市の現状況を考えますと、あるいは歴史的な

背景から見ても、無償化というのはなかなか厳しい。このように私は捉えておりま

す。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  兵庫県下の学校給食費無償化補助制度の実施状況、これを見

てみました。令和５年５月 29日現在で、文科省調査反映後なわけでありますけれど

も、小・中学校とも無償化しているところが、相生市、加西市、香美町、新温泉町

であります。また中学生を全額補助しているところが、たつの市、明石市。小・中

学校とも半額補助をしているところが、佐用町とのことであります。  

  そして一番多いのが、やはり宍粟市と同じように給食費の単価値上がり分を補助

している、この自治体が一番多くなっております。そのほか、重点支援地方創生臨

時交付金を活用して、期間を決めての小・中の学校給食費無償化を行っているとい

う自治体も兵庫県下であります。この物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を

活用して、期間を決めての小・中学校の学校給食費無償化については、どのような

御見解を持っておられるのかということをお尋ねいたします。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  この間臨時交付金を使って、一定の支援を給食費のところで

投入したのは事実であります。そういう観点では、先ほど冒頭申し上げたとおり、

今の物価高ということも含めながら、一定何かできないかということは現在協議し

ておると、こういう状況であります。  

  繰り返しになりますが、県内の先ほどの事情も私も承知しておりますが、給食費

については、安いほうからたしか４番目ぐらいのところだったと思いますが、そう

いう状況でこれまでも生産者やあるいはそこに関わっていただく方の努力で、何と

かそういった形で、安全で安心な給食を提供していただいているのも事実でありま

す。  

  しかし、もう限界に来ておるのも、これもまた事実でありますので、その両面か

ら含めて先ほどお答え申し上げたとおり、無償化にはなかなか踏み切れないと同時

に、その問題を解決するには、一定給食費の値上げについては、昨年度より保護者

の皆さんや教育委員会の職員も努力していただいて、一定の理解を得ながら、そう

いう形を進めてきたと、このように私は認識しておりますので、そのように御理解
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いただけたらとこのように思います。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  よく市長が、その自治体間の競争になっているとおっしゃら

れておりましたけども、先ほどの兵庫県下の実情を見てみますと、決して自治体間

競争というようなものにはなっていないんじゃないかなというようにも思われて、

本当に宍粟市の子どもたちのことを考えて、給食費の無償化というのを考える必要

はあると思うわけなのです。  

  まず第一に、この物価が高騰している最中に給食費を引き上げるべきではない。

まずそれが私の第一の考え方であります。それとあと、市が引き上げないためには、

市が今 2,119万 5,000円これを予算化すれば、現在の給食の質を落とさないで、給食

費を引き上げることなく、今までどおりの給食は提供できるということなのであり

ますが、本当に子どもたちのことを考えたら 2,119万 5,000円、これの予算化をする

かどうかだけの問題ではないかなと思われるわけなんです。給食を今引き上げるか、

引き上げないかということが、その点についてお答え願いたいと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  それは 2,100万円というのは、これまで交付金を使って活用

したのか、あるいは引上げの委員会で報告なされた部分を想定すると、その額かち

ょっとそのことは十分に理解、ちょっと具体的な資料を持ってませんので理解でき

ないんですが、恐らくそれを投入すれば元どおりの額になるとこういうことだろう

と思います。  

  ただ、申し上げたとおり、現状の給食の在りようについては、御承知のとおり、

やっぱりこれまでの質とか、それから子どもたちが学校に行って給食を食べようと、

こういう思いに至っていただく。あるいはそのことによって学校へ行こうというこ

とも、非常に私は大事だと思うんです。給食をいかに誇りに思ってということも、

そういう観点からすると、私は今そういった額も含めて上げるだけでいいのかどう

か。それを財政で投資するだけでいいのかどうか。このことも議論をしてまいりま

した。  

  したがって、そういったことも踏まえて、可能な限り保護者の皆さんについては、

負担を今日の状況から見たら下げずに、しかもいわゆる質を担保しながら、また子

どもたちにもちろん安全で安心で、子どもたちに誇りを持てるような、同時に生産

者の皆さんにもしっかり、生産者の方にも還元していく。こうするとしたら、それ

を無償化して全部というわけにはなかなかいかないと。  
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  したがって、そういうことも加味すると、私は今回先ほどおっしゃったような状

況に至ったと。したがって、その方向は間違いないだろうと私は思っています。  

  ただし、しっかりこの給食というのは繰り返しになりますが、食育という一つの

カリキュラムとしたら、国が制度としてしっかり自治体のそういった制度を担保し

ていく必要があるんではないかなと。そのためには、こんな制度が欲しいというこ

とは、今年度国にも要望を県代表で行っております。  

  ただ答えは出ておりませんが、私どもはそういう観点で国に強く、また皆さん方

一緒にしっかりそのことの任を担ってほしいということは、共々これからも訴えて

いく必要があるんではないかなと、こんなふうに思っています。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  市長がおっしゃられるとおり、国に要望していくということ

は、本当に大切なことだと認識しております。先ほども言いました。けれども、今

非常なその物価の高騰とかで困られている人があるわけですから、今国がそれを行

わないのならば、市がそれを行うというのが本筋じゃないかなと、私は考えるわけ

でありますが、市長はそのようにはお考えにはならないのでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  したがいまして、給食の引上げというのは、また後刻いろい

ろとあろうかと思うんですが、教育委員会とも調整してその方向で進んでおります

が、ただ繰り返しになりますが、物価高に非常にこういう状況で保護者の皆さんの

負担軽減を図る、これは非常に今日的な今の課題であります。  

  したがって、それについては可能な限り何とかならないかということで、支援策

について協議を進めておるところでありますので、そのように御理解をいただきた

いと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  その支援策についての協議をということを何回かおっしゃっ

たわけでございますが、具体的にそれはどのような支援策なのですか。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  具体的に今の段階でここで、じゃあここでこれだけするとい

うわけにはいきませんが、協議をしておるということで御理解いただきたいと、こ

のように思います。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  もうこれ以上言いますと繰り返しになりますので、ここで止
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めておきたいとは思いますが、私は今この物価が高騰して、本当に大変な中、給食

費を引き上げるべきではない。滞納されてる方も増えている中、引き上げるべきで

はないということ。そしてまた、自治体間競争ではなく、宍粟市として給食費の無

償化をということを強く求めます。  

  一般会計のほぼ１％程度の支出で、現在の給食の質を落とさないで、何度もこれ

も言ってますけども、学校給食費の無償化が実現できるというわけであります。本

当に何度も言うんですが、子どもに真っ先に予算を使うということは、当然のこと

ではないかと思うわけであります。  

  本当に最後に市長、私のこの考え方は間違っているのでしょうか。市長はどのよ

うに思っておられるのかということを、最後お聞きいたします。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  間違っているか、正しいかといいますと、間違ってるとも、

正しいとも言いにくいんですが、そのお考えは私も十分共感できる部分はあります。

まさに子ども真ん中ですから、これからの時代では子ども、こういうことでありま

す。  

  ただ、これまでも現状を申し上げたところでありますので、宍粟市としても最大

限の努力をしていきたいとこのように思っています。したがいまして、結論から言

いますと、考えが間違いとか、正しいというのは、私はちょっと答弁は控えますが、

共感できる部分がありますと、こういうことであります。  

○議長（浅田雅昭君）  12時となりましたが、このまま会議を続けます。  

  中田教育長。  

○教育長（中田直人君）  子どもたちのためにという山下議員のお考えですので、そ

れについて、私も少し考えを述べさせていただきたいと思います。  

  折しも、昨年の 12月 11日に第 17回の給食甲子園の日本一になった。あれから丸一

年です。この１年も学校給食センター、あらゆる農業関係者、食材の提供者を含め、

調理員さんを含め、総力でもってこの１年も質を落とさないために御努力いただい

ております。今市長も私も質を、質を、ということを言ってるんですが、その質と

は何ぞやということです。  

  宍粟市は、この質について六つの約束をしています。一つは、主食を米飯、御飯

にしていこう。それから、できるだけ宍粟の旬を子どもたちに提供しよう。また、

もちろん安全・安心を徹底して追求していこう。子どもたちの健康を考えたときに、

可能な限り薄味にしていこう。そして栄養バランスの取れた手づくりの愛情たっぷ
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りの学校給食を進めていこう。質とはこういうことなんですけれども、この質を維

持することは、保護者の願いでもあり、保護者の強い要望でもあると、私は認識し

ております。  

  これは保護者のアンケートの結果から、そういうことを読み取ることができます。

保護者の方々には、給食費の改正によって、値上げした場合は御負担をかけること

はそうなんですが、この質を子どもたちのために維持していくことが、子どもたち

のために維持していくためには、給食費の改定もやむを得ない。これは御理解いた

だけないかなということを思っております。  

  今後とも、給食を安定的に子どもたちにこの質を維持するために、改正のほうに

ついては御理解いただきたいなというようなことと、一方で市長がおっしゃられた

とおり、支援策については、何らかの協議を今しておりますので、十分な協議をし

ていくという、こういう考えでございます。  

  以上でございます。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  それでは次の質問に移りたいと思います。  

  無料低額診療事業についてであります。  

  今回私がこの質問をいたしましたのは、病気がちなある市民から、医療を受ける

のに経済的な不安がいつも付きまとうのだけれども、医療が無料で受けられる病院

があると聞いたことがあるので、教えてほしいという質問を受けたからであります。  

  そこでそのときに、私はすぐに答えることができなかったわけであります。それ

で私が思ったのは、宍粟市内にはなかったとしても、この兵庫県でこういった病院

がありますといったことを、広報や周知を行うということも大事なんじゃないかな

と思うわけでございますが、いかがでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  橋本健康福祉部長。  

○健康福祉部長（橋本  徹君）  先ほどの周知のことでございますけれども、県内で

実施されているのは、加古川市、宝塚市、神戸市、尼崎市と、いずれも宍粟市から

遠方のところで医療機関が実施されておられます。宍粟市明の方が利用するのは、

遠方につき困難と思われ、周知のほうは現在行っておりません。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  現在は行っていないということですけれども、これから行っ

ていただけるのでしょうか。どうか、お答えください。  
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○議長（浅田雅昭君）  橋本健康福祉部長。  

○健康福祉部長（橋本  徹君）  現在行っておらず、今後しばらくの間といいますか、

今のところ行う予定はありません。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  私がこの事業が優れているなと思ったのは、この事業は医療

が無料、あるいは定額で受けられるだけではなくて、医療ソーシャルワーカーの常

勤配置、これが義務づけられていて、実施に当たっては医療ソーシャルワーカーに

よる支援がセットとして提供されるわけでございます。  

  ですから、本当に医療のことについていろんな生活の様々な苦しみがある。その

ことを相談しながら、自分の体を少しでも健康になるように、医療を受けられるよ

うに、この医療ソーシャルワーカーさんとともに相談して、共に語り合いながら、

自分自身が健康になっていけるというような方向性があるわけであります。ですか

ら、本当にいいものだなと思ったわけであります。  

  そこで先ほど公立宍粟総合病院は、その対象にならない病院だというふうに説明

されたわけであって、確かにそういったような決まりがありまして、現在はそれが

無理なようでありますが、それが可能なような現状になれば、実施していこうと考

えておられるのかどうかということを、お尋ねいたします。  

  市長にお尋ねいたします。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  大変申し訳ないですけども、十分なこの制度の理解もしてな

い中で答弁できませんので、副院長のほうから答弁していただきます。  

○議長（浅田雅昭君）  菅原副院長。  

○総合病院副院長兼事務部長（菅原  誠君）  山下議員がこの事業ができるようにな

ったらという御趣旨がどういうことか、ちょっと理解しかねておりますが、先ほど

申し上げましたように、まずは医療機関自身がその理念や使命のもとで、こういっ

た事業に着手していくかどうかというのが、一つのキーポイントだと思います。  

  それで、財政的な面で、法人税あるいは固定資産税の税制上の優遇措置といった

ものがセットで組み込まれて、実施されている医療機関が先ほど申し上げましたよ

うな、県内では状況であったというふうに受け止めております。  

  公立病院につきましては、そもそも法人税とか固定資産税の税制の問題が、元か

ら発生しませんので、公立病院がこういった物に事業着手するに当たって、どうい
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った財政的な受け皿を、今後国あるいは県が設けるのかといったことが明らかでな

い段階で、云々という議論をするのは、ちょっといささか早過ぎるんではないかな

というふうに考えているところでございます。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  私もこの事業については、調べてみたわけでございますけれ

ども、費用はこの医療機関の持ち出し、こういうことになるわけでございます。そ

して無料低額医療診療には２種類ありまして、一つは社会福祉法人や日本赤十字社、

済生会、公益法人などが法人税法の基準に基づいて実施するものと。  

  それからもう一つは、公立病院はこちらに当たると思うんですけれども、もう一

つは、社会福祉法に基づく第二種社会福祉事業として実施するものであって、第二

種社会福祉事業を定義する、社会福祉法第２条第３項第９号に、生計困難者のため

に無料または低額な料金で診療を行う事業とありまして、そして病院や診療所の設

置主体にかかわらず、第二種社会福祉事業の届出を行い、都道府県知事の許可を得

れば、この事業を実施できるというふうに、調べたところになっておりました。  

  そこで、なぜ市長にお尋ねしたかったかといいますと、本当に一人の人も取り残

さず医療が受けられるように、安心して医療が受けられるように、私はこの無料低

額診療医療が実施できる状況になりましたら、実施をすると市長は考えられるのか、

そうではないのかということ、それをお尋ねしたかったわけでありますが、いかが

でしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  今の条文とかいろいろ聞いたり、あるいは税の優遇制、ある

いは社会福祉法の問題ですが、直ちに私が判断できる状況ではありませんので、冒

頭申し上げたとおり、この制度そのものを十分熟知しているわけではありませんの

で、軽々に判断できることではないと、このように思います。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  本当に市民の命を守るという、大きな責務がある公立病院で

こそ、この事業を実施していただきたいと私は願いますので、伝えておきます。  

  続きまして、次の質問にいきたいと思います。  

  介護保険制度についてであります。  

  宍粟市より西播社会保障推進協議会に提出された資料によりますと、宍粟市の第

１号被保険者 65歳以上の被保険者の介護保険料滞納状況につきましては、 2023年３

月末において、介護保険料の滞納者が 136人ということでありました。そのうち、
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保険料の滞納に対するペナルティーとして、サービスの利用料が３割負担、３倍で

すね、サービス利用したら３倍の負担です。これになっている人が２件ということ

でありました。  

  介護保険料が払えず、サービスが使いづらい人やサービスをどうしても利用しな

ければならなくなって、３倍の負担をせざるを得ない人が宍粟市におられるわけで

ございます。この状況から考えても、介護保険料を引き下げるということを考える

べきではないのかと思いますがいかがでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  橋本健康福祉部長。  

○健康福祉部長（橋本  徹君）  今、議員のほうから介護保険料の引下げの御質問が

ありました。  

  65歳以上の介護保険料につきましては、市区町村ごとに決められ、保険料額はそ

の地区町村の市民利用者が利用するサービスの水準に反映したものとして、算出し

ております。したがいまして、介護保険事業計画期間中の介護保険料につきまして

は、介護保険利用の見込み量が多い市町村では、介護保険料が高く、少ない市町村

では介護保険料の負担が少なくなるという実態、仕組みとなっております。  

  現在第８期計画の最中であり、第９期計画を望むところでありますが、そのよう

な介護保険料の基本的な考えによりまして、現時点におきましては介護保険料はこ

のままでおり、また第９期計画においては、第９期の期間中のこととして考えてま

いりたいと思います。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  その介護保険料のことでありますけれども、第８期今現在で

すけれども、基金の取崩しにより、 65歳以上の介護保険料は据置きというふうにな

っております。１か月の保険料の基準額は 6,700円です。今第８期、次に第９期に

なるわけですけども、この第１期におきましては山崎町で保険料が 2,600円でした

ので、約 2.6倍に保険料が上昇していると、本当に高くなっております。  

  私は今現在、宍粟市高齢者福祉計画及び第９期宍粟市介護保険事業計画案のパブ

リックコメントを募集中であって、介護給付費準備基金の活用としては 6,800万円、

これが予定されてはおりますけれども、この第９期においてこの基金の取崩しによ

って、保険料を引き下げることができるのではないかと考えるわけでございます。  

  なぜならば、令和４年度決算における介護保険事業基金は３億 1,259万 2,000円あ

ります。この基金を取り崩したら、高い介護保険料の引下げが実現できるのではな
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いかと考えているわけでございますが、それについてお答えを願えたらと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  橋本健康福祉部長。  

○健康福祉部長（橋本  徹君）  今パブリックコメントを実施しております第９期の

計画におきましても、今議員がおっしゃいましたように基金取崩しとして六千何百

万円かの基金を今取り崩す予定として、計画を皆さんに見ていただいております。  

  基金につきましては、現段階では足元の物価賃金動向を踏まえ、余裕を持った保

険料設定をする設定すること。そして昨今の物価高騰のこと、またそういうことも

踏まえまして、準備基金の多くを取り崩すのではなくて、一部保留することなどが

国や県から示されております。  

  この背景につきましては、県下におきまして第８期計画中において、介護保険サ

ービスの見込み量が甘く、次の第９期の保険料が急上昇する保険者、市町村であり

ますけれども、それが発生しているという状況から、県から留意事項が出ておりま

す。  

  介護保険料の増高については、十分私どもも気にしておるところであり、基金の

活用も方策の一つとしては考えておりますが、現在計画の策定及び今後国から県か

ら発出される通知等も踏まえ、適正な介護保険事業計画、そして保険料額の決定と

いうふうに結びつけたいと考えております。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  第９期の宍粟市介護保険事業計画の案といたしましては、介

護保険給付準備基金の活用としては 6,800万円、これが予定されておりますけれど

も、でも令和４年度決算におけます介護保険事業基金が３億 1,259万 2,000円あるわ

けでございます。ですから私は、この基金を取り崩して高い介護保険料の引下げが

できると考えます。強くそれを求めますがいかがでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  橋本健康福祉部長。  

○健康福祉部長（橋本  徹君）  第８期計画におきましても、基金の取崩しを鑑み、

予定しその中で計画を立て、保険料額を算出しております。その間、皆さん御存じ

のようにコロナの発生によりまして、介護保険の利用者及び事業体の運営につきま

して、大きな支障が出たこと。また市民生活に大きな影響が出たことは周知のこと

であります。介護保険の各サービスを利用するに当たっても、皆さん予定の中で、

また感染防止の活動の中で利用していただきました。  

  今回の第９期の中で、この第８期期間中に介護保険事業を利用控えということも
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大いに考えられるということが出ております。国県のほうからも、今回の８期を踏

まえ、９期において皆さんの生活が平時に戻ったときの介護保険の利用というのが

十分考えられるので、介護保険の事業量並びに基金の取崩しについては、相応の留

意を払うということで通知をしていただいております。  

  基金の運用については取崩しも含めて、今後また検討していきたいと思いますが、

現計画におきまして、現在においては 6,800万円の取崩しということで、現計画を

案として作成し、今後の国県からの通知等の発出を受け、最終的な計画の策定とい

うことで予定しております。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  案としては 6,800万円の取崩しではありますが、しかしなが

ら介護保険の事業基金が約３億 1,259万 2,000円ありますので、これを利用して引き

下げることを強く求めて、次の質問に移ります。  

  この低所得者を対象といたしました、補足給付のお話に移ってまいるわけですけ

ども、この低所得者を対象とした補足給付の施設短期入所利用者の居住費、食費に

対する負担軽減制度、この見直しが 2021年８月から実施されたことによって、施設

サービスが利用できなくなった人が、施設を出なければいけなくなったとか、ほか

のサービスに変えなければならなくなったとか、そういった人たちが宍粟市におら

れるのではないかと考えるわけですが、どのような状況なのか。  

  また、その人に必要な訪問介護や通所介護が、十分に利用できていない人が宍粟

市におられるのではないかと思うわけでありますが、どのような状況なのか。  

○議長（浅田雅昭君）  山下議員、通告していただいていますか。  

○２番（山下由美君）  これは。  

○議長（浅田雅昭君）  介護保険料、制度。  

○２番（山下由美君）  ちょっと言います。これ利用料の市独自の減免制度に関わっ

てくるわけでございます。  

○議長（浅田雅昭君）  介護保険施設利用料の減免制度の話ですか。  

○２番（山下由美君）  はい。利用料の。  

○議長（浅田雅昭君）  続けてください。  

○２番（山下由美君）  すみません、ちょっと分かりにくくて失礼いたしました。  

  そのような状況を把握するための実態調査、これが行われているのかどうかとい

うことをお尋ねいたします。  
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○議長（浅田雅昭君）  橋本健康福祉部長。  

○健康福祉部長（橋本  徹君）  今の実態調査を行っているかということにつきまし

ては、実態調査等は行っておりません。今も言われました補足給付、国の制度であ

りますが、それにより必要とされる方への支援を給付という形で行っております。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  宍粟市民が今きっちりと、本当にその人に必要な介護保険の

サービスを受けておられるのかどうかといったような、実態調査を行う必要が市と

してあるのではないかと思うわけでありますが、今行われていないということの御

回答でありました。行うべきではないのでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  橋本健康福祉部長。  

○健康福祉部長（橋本  徹君）  介護保険の給付につきましては、それぞれの御家族、

それぞれの体の介護の状況、また支援とされる環境の状況によって変わってまいり

ます。先ほど調査を行うべきでないかということをおっしゃいましたが、市では行

う予定はありません。  

  ただ、そのように生活に困っておられる方、また介護保険の利用について、こう

いう不安があるという方につきましては、介護保険の高年福祉課の担当の下に福祉

相談課、それぞれ市民の方の御相談に寄り添って、相談をさせていただいておりま

す。  

  また、経済的な困窮そのものにつきましては、社会福祉課を中心としました生活

困窮制度であったり、あと生活保護に至る相談であれば、生活福祉係のほうで生活

保護の申請の相談の中でお伺いしておりますので、調査を行うかということでは、

行いませんので、その旨お伝えをさせていただきたいと思います。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  この利用料の市独自の減免制度をつくる必要があるのではな

いかという、私がこの質問をしている根拠というものが、この宍粟市の中でも本当

に必要なサービスを受けられてなくて、その人の経済状況に応じたサービスしか利

用できてないんじゃないかという実態があるから、このような質問をしております。  

  そこでちょっと質問をしたいわけでありますけども、この西播社会保障推進協議

会に出してくださった資料の中で、この特別養護老人ホーム待機者数なんですが、

この入所希望者数が実人数 46人ということで、以前に比べて随分と減少したわけで
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あります。そういうことから考えても、これは利用したくてもできない人があるの

ではないかなと私は考えたわけでありますが、市のほうはどのように考えておられ

るのか。  

  なぜ、こんなに入所希望者数が減ったのか、実人数が。それが分かるようなら教

えていただきたいと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  具体的なところですけど、資料ありますか。分かりますか。  

  橋本健康福祉部長。  

○健康福祉部長（橋本  徹君）  今、具体的な数字及びこちらのほうから報告した数

字のバックデータ等については、持ち寄っておりませんのでお答えはできませんが、

それぞれの御事情により利用がなかったと考えております。  

  ただ、利用したくても利用できないという御相談については、宍粟市としては寄

り添って御相談に応じていきたいと思っておりますので、その旨お伝えいたしてお

ります。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  今言いましたような話の中から、私がやはり思いますのは、

実態調査を行って、その実態に即して介護サービス利用料の負担を軽減して、その

人に必要な介護サービスが利用できるようにするためには、やはり市独自のサービ

スの利用料の減免制度をつくる必要があると思うのです。  

  例えば、特別養護老人ホームに入所したといたしましても、光熱費とか、あるい

は住居費、あと食費等は実費なわけでございます。それらの補足給付が見直された

ということで、そこにおりづらくなられた方たちもいらっしゃると思うわけでござ

います。ですからこそ、宍粟市独自の利用料の減免制度、これは考えていかないと

いけないと思うのですけれども、考えていかなければならないと思われるのかどう

かということを、すみませんけども、市長、お答えください。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  冒頭申し上げたとおり、現制度の枠組みの中で、それぞれこ

れまでもやっておるところでありますので、現段階では市単独で減免制度と、こう

いうことをつくるのは非常に困難だと考えております。  

○議長（浅田雅昭君）  ２番、山下由美議員。  

○２番（山下由美君）  医療もそうですけれども、介護も一人の人も本当に泣かさな

い、そういったような介護制度となるように、これからもこのような質問を続けて
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いきますので、御検討、実施をお願いいたします。  

  以上で終わります。  

○議長（浅田雅昭君）  これで２番、山下由美議員の一般質問を終わります。  

  会議の途中ですが、ここで午後１時 30分まで休憩をいたします。  

     午後  ０時２５分休憩  

                                       

     午後  １時３０分再開  

○議長（浅田雅昭君）  休憩を解き、会議を再開します。  

  続いて、前田佳重議員の一般質問を行います。  

  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  こんにちは。３番前田佳重です。  

  それでは、議長の許可を得ましたので、通告に基づき一般質問を行います。  

  大きく２点について。まず１点目は、災害に強い森づくり、まちなみを緑化する

県民緑税の活用について。  

  森林や里山、公園や街路樹などの緑は、雨水の貯留による洪水渇水防止機能、二

酸化炭素の吸収による温暖化防止機能をはじめ、気候緩和や大気の浄化、土砂の流

出防止、火災の延焼防止、安らぎの空間の創出など、多様な公益的機能を有してお

り、私たちの生活に密接に関わっています。  

  兵庫県では、豊かな緑を次の世代に引き継いでいくため、県民共通の財産である

緑の保全再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組む仕組みとして、平成 18年度

から県民緑税を導入し、災害に強い森づくりや県民まちなみ緑化事業を進めていま

す。  

  近年の災害の甚大化、頻発化により、災害リスクは依然として高く、町の中心部

での緑地の不足や、量の地域的な偏在、偏りがある状況などを踏まえ、これまでの

成果を生かした災害に強い森づくりとまちなみ緑化を、今後も計画的に進めていく

必要があることから、今始まっております第４期課税期間、令和３年度から令和７

年度まで実施期間が延長されており、個人は年額 800円、法人で年額 2,000円から８

万円を納め、５年間で 120億円、個人が約 100億円、法人で約 20億円の税収規模です。  

  そこで、宍粟市の取組について伺います。  

  １番として、どのように市民や事業所へ周知して、もう平成 18年から始まり丸 17

年ぐらいになりますけども、活用のニーズを吸い上げ計画につないでいるのか、伺

います。  
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  ２番、例えば県下の実績では、人家の裏山の危険木を伐採し、住民の不安を解消

する事例では危険木がなくなり安心して過ごせる。竹林が整理され立ち寄って管理

できるようになったという声があり、これは令和３年、４期ですね。令和３年から

令和７年のパンフレットに載っております事例なんですけども、多くの住民の方が

事業を評価されています。アンケートをされまして約 70％以上の方が満足されてい

るというようなことです。  

  そこで、このように市内でも急を要するニーズがあると思います。ニーズはどの

ように整理されているのか。また、現在の課題は何か、伺います。  

  そして大きく２番目といたしまして、地方型サテライトオフィスの推進について。  

  新型コロナウイルス感染症の流行により、多くの企業がテレワークの導入を急ピ

ッチで進めることになった。準備期間を経ずに、リモートワークを迫られた結果、

自宅に集中して仕事に打ち込めるスペースがないといった悩みを抱える人も多く、

企業にとって課題となっています。そこで注目が集まっているのがサテライトオフ

ィスです。  

  サテライトオフィスは、企業の本社、本拠地から、都市部から離れた場所に、設

置する作業の作業性がよい、生産性がよい、また人材が集まるような場所に小規模

なオフィスを設けることである。働き方改革が様々な企業で取り込まれている中、

サテライトオフィスは、テレワークを支える新しいオフィスの在り方、また社員に

快適に働いてもらう場として注目を集めています。  

  地方型サテライトオフィスは、都市部に本社がある企業が地方の遠隔地にオフィ

スを構えるのが一般的です。地方にこうした拠点を設けることで、地方における新

たなビジネスのスタートや事業拡大が期待されています。  

  それに加えて、都市部で働いていた社員が、地方移住することによって、自然に

囲まれた環境で暮らし働くことを通じて、ワークライフバランスが保たれ、労働生

産性の向上につながることも見込まれています。  

  そこで、地方型サテライトオフィスの推進について、市の見解を伺います。  

  以上で１回目の質問を終わります。  

○議長（浅田雅昭君）  前田佳重議員の一般質問に対し順次答弁を求めます。  

  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  それでは、前田議員の御質問にお答え申し上げたいと思いま

す。  

  まず１点目の県民緑税の活用、この関係でありますが、どのように周知するか。
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あるいはニーズの吸い上げ、このことであります。さらに計画につなげていくかと

いうことでありますが、周知につきましては、宍粟市のホームページ、あるいは啓

発冊子等々によって行っております。特に自治会等からの要望に基づいて、県に要

望を行っておる状況もあり、自治会総会等を踏まえながら、このことについては周

知をしております。  

  さらに今後、自治会長会等を通じて、市単独事業も含めて周知を図ってまいりた

いと、このように思います。  

  ２点目の人家裏山の危険木の伐採等々、この御質問でありますが、人家裏山の危

険木の伐採要望も含め、県民緑税事業については、自治会等からの要望のあった箇

所については把握をしておりまして、県に対して事業要望を行っておるところであ

ります。  

  課題としては、県民緑税を活用した県の事業では、人家裏山の危険木などを単木

的、いわゆる１本１本ということで伐採するのではなく、一定の面積を面的に整備

し、事業ごとに定められた採択要件に合致する必要があるため、採択要件に合致す

るような事業面積の設定やその区域の森林所有者の同意を得る必要があります。ま

た県全体での事業要望も多く、優先順位等により採択されない場合もあるところで

あります。  

  特に、この人家裏山の危険木の伐採等については、市としましても、これまでも

市単独事業の彩の森林づくり事業において、対応できるようにしております。本事

業は、自治会等が事業主体となり行う立木の伐採、広葉樹の植栽費用などを支援す

る補助事業となっており、小規模な面積でも実施可能であります。  

  本事業についても、引き続き自治会長等を通じて、さらなる周知を図ってまいり

たいと、このように思います。  

  サテライトの関係につきましては、担当部長のほうから答弁をさせます。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  私からは、地方型サテライトオフィスの推進についての

御質問にお答えさせていただきます。  

  コロナ以前より、サテライトオフィスとしての企業進出を支援すべく、兵庫県と

の随伴事業としてＩＴ関連事業所支援事業を実施しておりますが、要綱を策定しま

した平成 28年度以降、宍粟市内でのサテライトオフィスの実績としましては、１社

にとどまっておるという状況でございまして、県全体での利用実績を見ましても、

神戸市を中心とした都市部や郊外でのコワーキングスペースの需要があるものの、
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宍粟市も含め、地方部ではコワーキングスペース、あるいはサテライトオフィスと

も実績が少ない状況であり、通信環境や移動距離などの課題が影響しているのでは

ないかと分析しているところでございます。  

  また営業部の令和４年度の取組としまして、サテライトオフィス等の進出に関心

のある企業を対象としまして、モニターツアーを実施し、モニターツアー参加企業

にアンケート調査を行った結果では、サテライトオフィスではなく、むしろリモー

トワーク施設への需要の高さがうかがえますが、リモートワーク施設としましては、

民間で提供されておりますので、利用状況なども注視しつつ、既存の制度によりＩ

Ｔ関連事業所支援の取組を継続してまいりたいと考えております。  

  以上でございます。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  ありがとうございます。先ほども申しましたように、過去に

もこの約 17年間、この事業が始まっているんですけども、市民とか私はもう一市民

だった頃になかなか認知度が低い、あまり分からない。先ほどこの一般質問でちょ

っと調べさせていただいたら、この４期のチラシがあるんですけども、いろんな先

ほど市長がおっしゃったように、事業によっていろいろあるんですね。条件とか。  

  その辺を見ましても、結構長い令和７年までのパンフレットなんですけども、内

容は見てもなかなか、宍粟市が活用できているようには感じないんですね。そこで

過去にもこの定例会で市長は、自然豊かな宍粟市は市民の共有財産であり、次の世

代に引き継いでいくためにも、今でもできる限りのことをやり、災害のない安全で

安心な生活環境の整備が必要ですと。  

  また議員の方からも平成に、こういった災害に強いということの森を守る、ある

いは将来につないでいくという観点では、今後可能な限り重点的な政策として取り

組む必要があると。申し訳ない、これ後のほうは市長ですね。最初のほうは議員な

んですけど、当時の議員なんですけどね。にもかかわらず、なかなか活用はできて

いない。またこれ事業によっても１年目に要望して調査して、そして２年目の事業

になるんですね。でも令和７年といいますと、令和６年にもう令和５年は決まって

ますので、また事業単位のことをお聞きしますけれども、令和６年に要望、調査し

ても、令和７年しかもうないわけですね。そして、この事業が第５期までつながる

のかどうかも分かんない。その辺で、先ほど資料に全体のお話を聞いたんですけど

も、各事業の単位で、今どういう取組状況かというのをお聞きします。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  
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○市長（福元晶三君）  この平成 18年から県民緑税を活用したんですが、宍粟市もた

くさん活用させていただいて、それぞれの地域で、冒頭申し上げたとおり申請して

すぐというわけには、要件がありまして、面積もありまして、それではなかなかこ

の、特に人家裏山のいわゆるライフラインを確保するというのは、これはなかなか

この災害に強い森づくり事業の中で、県民緑税というのは、なかなか当たる場合も

少ないので、違う観点からこれまで市単独で独自事業もやっていきました。  

  というのは、例えばライフライン、電線とか、そういったところについては、一

定の枠の中で何メートル以上立木を切っていただいて、そのことについては支援し

ましょうという市単独事業も展開をしてきました。かなりそれぞれのところで、ラ

イフラインの確保について、努力していただいた経緯があります。  

  さらにまた今日は、まさに日本風景街道をつくろうということで、彩りの森林づ

くり事業ということで、一定の里山整備ということで事業展開、これは森林環境譲

与税を活用しながらということであります。  

  またほかの事業もあるんですが、いろんな事業をそれぞれのところに当てはめて、

これまでまさに災害に強い、あるいはライフラインをしっかり守っていく、こうい

う観点でこれまで取組を進めてきたと、このように考えております。  

  そこで、事業ごとの具体的なことについては、担当部長のほうから答弁させたい

と思います。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  先ほど市長からの説明があったとおり、事業ごとのほう

は私のほうで御答弁させていただきます。  

  県民緑税につきましては、基本的には地元の方から御相談を受けた上で、それぞ

れのその要望内容を聞いて、私どものほうで現場確認をした上で、採択要件にどの

事業があるのかということを見据えた上で、県民緑税に行くのか、もしくは市の事

業で対応できるのか、そういったところを判断させていただいております。  

  それで県民緑税につきましては、例えば人工林の少ない広葉樹の多いところでの

危険木、そういったところについては、例えば里山防災林整備事業でありますとか、

あるいは渓流部分での土砂の流出が多いところにつきましては、緊急防災林整備事

業の例えば渓流対策とか、そういった事業を御提案していると、それにつきまして

は県の担当と連携しながら、地元のほうに返しているという状況でございます。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  大きく分けて、災害に強い森づくり、そして県民まちなみ緑
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化事業は、大きく分けて二つですね。それから、災害に強い森づくりで緊急対策防

災林整備、渓流対策、斜面対策、また針葉樹と広葉樹林の混交整備、そして里山防

災林の整備、そして野生動物共生体、そして住民参加型の森林整備、これらが大き

く分けてあるんですけども、それらによって活用、直接林業事業体が県のほうに、

西播磨県民局のほうに要望を出すというものもあると思うんです。  

  そして、この宍粟市にあった事業、内容ですね、これがどう活用されているのか。

その辺を具体的にお聞きしたいんです。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  例えば森林組合さん、いわゆる林業事業体さんのほうか

ら直接県に行って、それで県民緑税事業の活用という部分では、例えば針広混交林

の整備事業といいまして、いわゆる高齢人工林の部分伐採する事業がございますが、

そういったところにつきましては、直接奥地ということもありまして、人家とかい

わゆる人的な被害の及ぶところではないという観点から、林業事業体のほうからの

御提案もあると。冒頭申し上げました里山防災林とか、それから緊急防災林整備事

業の渓流対策、そういったものにつきましては、いわゆるその人的被害が直接及ぶ

というところについては、市と県と連携しまして、この事業がこの県民緑税の事業

採択要件に合うのかどうか、そういった御判断をいただいた上で、事業採択される

ものはされますし、対応できないものについてはお断りして、別事業で対応してい

るというところでございます。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  ちょっとお答えになってないんですけども、林業事業体が直

接県のほうに申出、要望するのは、何と何の事業ですか。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  先ほども申し上げましたように、針葉樹林と広葉樹林の

混交林整備事業といいまして、これにつきましては、事業主体が森林組合さん等の

いわゆる林業事業体さん、そちらのほうが事業主体となる事業でございます。そう

いったものについては、直接県の担当者といろいろお話合いをされて、それで採択

される場合もございます。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  第４期の計画の内容に沿って、ちょっと御説明していただき

たいんですけども、もう一つあると思うんです。緊急防災林整備、②の斜面対策、

これも林業事業体から直接県のほうにされると思うんですよ。そのほかに、同じく
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緊急防災林整備の１番、渓流対策とか、先ほど里山防災林、人家の裏ですね、そし

て野生動物の共生体、そして住民参加型森林整備。あと７番目は都市部だったんで

対象外。  

  それらの事業、森林事業体のほうもこれも直接するのには、どういう。これ事後

で宍粟市のほうにも報告があると思うんです。それが、それぞれにどういう活用状

況で調査依頼をして、何年度はどのぐらいの実績で、満遍なくやってますよという

ような情報を教えていただきたいんです。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  今議員がおっしゃられたとおり、確かにちょっと私が言

いました針広混交林事業につきましては、一例でありまして、確かにその緊急防災

の渓流対策とか、あるいはほかの野生動物共生林整備事業につきましても、林業事

業体さんから直接県のほうに行かれる場合もあります。  

  それで、先ほど言われた実績のところなんですけども、一応県のほうから市のほ

うに、そういった情報共有という意味で、それぞれの事業についても、実績の報告

はいただいております。  

  例えばその緊急防災林の斜面対策、これはいわゆる切捨間伐の後の簡易土留めを

する事業なんですけども、そういった物については 175.5ヘクタールを市内では実

績として挙げていただいているという報告でありますとか、あるいはそのほかのと

ころについても、それぞれ針広混交林につきましても、実績のほうもいただいてお

るという状況で、ほかの光都管内におきましても、そういった情報共有もする中で

の取組ということで、やっておるというところでございます。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  最初に冒頭には市長がおっしゃいました。ホームページにも

掲載しているということをおっしゃいましたけども、宍粟市のホームページには緑

化、県民緑税についての御説明はないと思うんです。そして、自治会を通じて、連

合自治会を通じて、こういうものがありますよ、いろんな事業によって違うんです

けどね。例えば、県民まちなみ緑化事業、これはもともと都市部のほうが納税が多

いですから、この都市部に使ってもらうために、学校の芝生だとか、そして自治会

の駐車場やとか、そういうところを芝生化するとかというのが、全体の３割ぐらい

ですね。３割ぐらいが使われてるんです。こういったものも自治会を通じて、こう

いうのがありますよ、こういう集会所に芝生ができできますよ、こんな補助ででき

ますよというのは、本当に周知されてるのか。それとも一部の役所関係に詳しい方
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の自治体しか、本当に皆さん分かってはるのかというようなことも、ちょっと感じ

てます。  

  私がお聞きしてるのは、この事業、先ほど具体的な事業を全く話されてない。例

えば里山、裏山ですね、例えば令和４年、令和５年ですね、令和４年に何件要望し

て、そして調査していただいて、令和５年度の実施がこれだけありますよと。令和

６年度はまだ。令和５年度にまだ調査をこれだけしてますので、来年はそれだけの

ものがありますよというようなことを、やっぱりそれぞれ性質が違うんです。  

  こういうことをお聞きしてますと、本当に発信、ホームページ発信、よそのとこ

ろはあんまり言いたくないんですけど、多可町さんなんかは、ある程度独自で説明

されて、そして詳しくは県のほうに飛ばされてます。そういった自治会を通じての、

市民とか事業所への周知、そして政策の説明、これが本当に十分にできてるんでし

ょうか。  

  いやもう一度、議長、先ほど来の質問にまだお答えされてない。それを先にお願

いします。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  質問のありました、特にその中今日私も持ってきておりませ

んが、大きく４項目、例えば緊急防災林等々、また具体的に後ほどおっしゃった数

値とかというのは出てきますので、また議長を通じて出せるようにしますので、こ

の場では多分、何件、何件というのは、この質問の中で調べておりませんので、私

もしておりませんので、また後刻出させていただきます。  

  ただこの事業は、もう既に 18年からでありますし、旧山崎町においても、その前

から防災林整備やあるいは各町もいろんな事業でやっておりました。それを各単独

でなかなかできないので、県がそういう緑税を創設されて、また法人超過税も含め

ながら、こうやってこられた事実があります。  

  その啓発については、さらにしっかりとしていきたいとこのように思っています。

ただ自治会については、自治会長さんが毎年変わられたりありますので、必ず例え

ば危険木があるところやあるいは集落等の周辺で森林整備の相談を受けると、必ず

そのようにして、この事業をどうでしょうかと。それをもって市から事業要望を県

に出していると、こういう手順は多分変わらずやっておると思います。  

  事業体も今 24の事業体ですが、事業体でも一定毎年１回総会がありますので、そ

ういったことも含めて、事業体にはそういう話、私自身も行っておりますので、そ

ういう説明も担当からやっております。  
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  ただ、広く市民の皆さんにということがありますので、今後周知の方法について

は十分検討して、可能な限りこんな事業がありますよということについては、ホー

ムページが至らなかったら、そういうことも含めて今後検討していきたいと、この

ように思います。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  データが、データといっても、そんなに各事業、複数件たく

さんじゃないんですよ。１件あるかないかなんですね。分かります。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  先ほどちょっと数値のほうを割愛させてもらって申し訳

なかったです。今ちょっと資料がありますので、御答弁させていただきます。  

  まず緊急防災林の整備事業の令和３年度から令和５年度までの宍粟市内での実績

ということで御説明させていただきます。  

  それにつきましては、斜面対策で 175.50ヘクタールで、渓流対策につきましては

１か所でございます。それから里山防災林整備事業につきましては、令和３年から

令和５年の中で１箇所、それから針広混交林の整備事業につきましては、市内で４

箇所となっております。それから野生動物共生林整備事業につきましては、残念な

がらゼロというところでございます。それからあと、住民参画型の森林整備事業に

つきましては２箇所というところでございます。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  ちょっと一つずついかせてもらいますね。  

  野生動物ですね、これバッファゾーン、見通し、人家の裏とか田んぼの裏側の見

通しをよくして、動物との共生を図るというようなことなんですけど、これ平成の

一般質問にもありました。これは進めないと駄目なんじゃないですかというような

ことを、それは見ましたけども。ただし見てみると、令和だけ確認したんですけど

も、令和元年から令和５年まで全くゼロです。ゼロなんですね。この辺はどうなっ

てるんでしょうかね。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  野生動物共生林の実績としてはゼロなんですが、最初に

御説明もさせていただいたんですが、最初に地元の方から、まずどういった状況、

例えば危険木とか、そういった地元からの御要望を聞く中で、例えばそういう危険

木、人家裏山の危険木とか、あるいはそういうバッファゾーンを設けたいとかとい

う御要望があった場合ですと、当然その県民緑税のこの事業それぞれ採択要件がご
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ざいまして、例えばバッファゾーンでしたら、鹿柵の設置でありますとか、あるい

は農家への被害アンケート、そういった物が採択要件になっております。  

  それで被害状況によって、例えば被害のアンケート調査によって、 30％以上とい

うのが一つの採択要件にもなったりしておりますし、そういった部分でこの事業に

採択要件の中で取り組めないと。それで別事業を御提案するというようなこともご

ざいまして、野生動物共生林については、実績としてはゼロという状況になってお

るということです。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  農業にしても、本当に大事な事業の一つだと思うんですよ。

それが全く令和になってやられてない。そして課題に上がってるのかなと。課題に

問題があって、課題に上がってるんだったら、これはもう当然どんどん改善されて、

要望が出されて、いやもう令和６年からやるんですよとかね、そういうことをでき

なくても、今後こういうことを課題に上げて何とかしよう、たまたま今鹿を見かけ

ませんですけどね。そういうのは本当農家の皆さん困っておられるんです。その大

切な税金をお預かりした県が、こうやって事業をやられてるんですよ。何とかそれ

を活用していただくために、やっていただきたい。  

  それと里山ですね。里山、裏山を伐採して、そして災害から守る。こういったも

のも、令和４年、令和５年実施がないんですよね。令和５年にまた調査でも依頼さ

れて、令和６年もあるのかどうかちょっと分かんないんですけど、確かに令和５年

あれですね、鷹巣であるんですね。  

  令和４年、昨年ですね、３件出されてるはずなんです、要望が。それでも全部不

採択、不採択なんです。なぜですか。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  先ほどから何度も御説明しておりますけども、里山防災

林につきましても、面積要件５ヘクタール以上というものがございます。それで私

どもの宍粟市としては、何もその地元様からの御要望をお断りしてるのではなくて、

別の事業にコーディネートしているという意味合いでございます。ですので、例え

ばこういう県民緑税が活用できない場合には、例えば市単独事業で御提案させてい

ただいたり、あるいはほかの政策の中で、またやっていただくようなことも今継続

しておるというところでございます。  

  それで先ほど言われました、里山防災林につきましても、３件御要望を確かにい

ただいておりまして、そのうちの１件ということになっておるんですけども、これ
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についても当然面積要件というところ、それから地元のやっぱり同意、これが事業

採択要件になっておりますので、そういったものも含めまして、その地元のほうで

全て整うかと、そういったところも御確認させていただく中で、もしできない場合

には、別のところの事業で対応をしているという状況でございます。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  こういうのを見てみますと、本当にニーズの吸い上げ、そし

て行政の窓口のアドバイス、そして県からの実施要領の把握。把握してこれは土木、

これは農林、そういうのは本当に運用は回ってるんですか。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  何遍もお知らせしますとおり、あるいは答弁も担当部長がお

っしゃるとおり、災害に強い森づくり事業はそこにあるとおり、一定の面積要件や

あるいは許可要件があります。それに合致しないものは、相談を受けたときには当

然市の単独事業これでどうや、あるいは市の単独事業もうまくかみ合わせながらと

いうことで、例えば有害鳥獣の補助金なんかも、その制度を活用してやっていただ

くと。それが今は一定の面積ですけども、できたら自分ところの１枚の田んぼでも

やってくれというような要望がたくさんあります。  

  それは、なかなか難しいので集落営農の中でとか、こういうやり取りはもう現に

やっております。それからもちろん、混交林整備事業もたしかあれ 15ヘクタールで

すから、その例としては、河原田でやっていただきました。３分の１は広葉樹を植

えていこうと、こういうことも現にこれまでもやっておりますが、ただ、県民緑税

を活用していただいて、広範囲にやることは非常にありがたいので、その方向へこ

れまでも行っておりますが、どうしても地元との調整やら、それから地元の周りの

環境やら整わない場合は、可能な限り、単独事業にかぶせるものはかぶせていこう

という努力も、私は職員がやってくれてると思いますので、決して怠けてると私は

思っておりません。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  いや、怠けてるとかそんなこと言ってないんですけどね。  

  先ほどの里山ですね、３件要望されて、そして調査されて、広葉樹が５割以上な

いと駄目なんですね。そういうことがちょっと引っかかったみたいです。だから私

は先ほど申し上げたとおり、実施要領は私は見せてくれません。行政の方はお分か

りですけども、私は見せていただけません。実施要領は本当に把握されているのか

というところが、先ほど市長答弁されましたけどね。市との土地所有者とかいろい
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ろ問題があって、なかなか事業が進まないということをおっしゃいましたけど、例

えば林野庁は御存じだと思うんですけども、林野庁の「森林シューセキ！事例報告

会」これは御存じですか。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  はい、存じ上げております。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  これは林野庁のホームページにも掲載されてるんですけども、

そのときの報告資料、宍粟市の報告資料なんですけども、そこに課題が書いてあっ

たんですね。事務負担（人材不足）、要望としてはこの県民緑税に関してです。そ

のことが書いて、最終ページと、その前のページに書いてありました。事務負担、

人材不足、要望としては県は推進できるように助言をいただきたいと、こういうこ

とを書かれてるんです。県民緑税に関して。  

  県独自の事業として、どうなんですかね。  

○議長（浅田雅昭君）  分かりますか。  

  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  人材不足という部分は、恐らくですけども、令和元年度

から各市町には森林環境譲与税が配分されております。そこにつきましては、市内

の森林については市が責任を持ってやっていかなあかんと、県民緑税についてはあ

くまでも県事業ということで、その事業の推進については県のほうで担っていただ

くと。  

  ただ、市が何もしないわけではなくて、県民緑税の当然地元からのお話とか、あ

るいはその県民緑税のそういうコーディネートですね。そういった部分については、

地元と一緒に市も入っていくという話はさせていただいてるんですけども、あくま

でも令和元年度からの森林環境譲与税で、やっぱりこの人材不足というのではなく

て、市の責務として森林環境譲与税を担うということになってますので、そこの責

務の部分として、県の事業として県民緑税はやっていただきたいという意味かと思

っております。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  このプレゼンというか、実績報告の資料は、新たな森林管理

システムに関わる森林環境譲与税の活用というのがテーマなんですね。そこに課題

として、県民緑税、県独自の課題があるというようなことなんですけども、県民緑

税というのは本当に、この林業分野、災害に強い森づくり、こういうのは本当に私
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たち宍粟市 90％以上ですか、森林が占めてるのは。本当に役立つ事業だと思うんで

す。それが、行政が人材不足、中身が分からへんから県に教えてくれというような

ことを、公の林野庁の資料にこう書いてあるんですね。  

  こんなことでは駄目だと思うんですね。だから国やとか県の事業を行政の方が、

市民や市内の事業所に役立つように、調整していくのが行政の方の仕事じゃないで

すか。その中で、人員が足らないとかというような課題は、解決していかなあかん

のじゃないですか。それがもう今延べ 17年たって、もうこれも一市民がおっしゃっ

たんです。活用されとんかなというようなことをお聞きしたから、私は一般質問し

とんです。  

  それで私も調べて、一生懸命調べてやってるんですけどね。そんな状況でよろし

いんですか、市長。  

○議長（浅田雅昭君）  中身が分からないと書いてあったんですね。  

  止めといてください。  

  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  正式には言葉は違いますけども、要望として県は県民緑税を

推進するように助言をいただきたいということです。すみません。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  それは先日、私も近畿中国営林の代表をしておりまして、全

体的な報告の中で関係市町と協議をしたんですが、その研修会の報告もあり、具体

的なことはしません。ただ中で、ただ河原山国有林で現地研修をして、そのときの

課題もあります。  

  ただいまおっしゃった県民緑での課題について、市の担当レベルの中で出てるだ

ろうと思うんですけども、人材不足というより、情報の関係でただいま最後におっ

しゃったことですね。それはいろんな形で担当レベルでは、そういうことの意見交

換の中でこういうことが不足するんじゃないでしょうかということを、国有林を管

轄する国に言ったんじゃないでしょうか。私はこの立場をもってですが、兵庫県で

国有林野を管轄しているのは、宍粟市だけの管理所ですから、そういう意味ではい

つもよく話すんですけども、県に対しても一緒に話すのは、例えば県民緑税で里山

整備、あるいは防災林整備をして、特に防災林で急傾斜地をしたときに、どうして

も流末処理もしていかなあかんのです。  

  当然、流末処理は村落のほうに続いていくわけであります。山だけ直して、それ

から山にある小さな河川も直したところで、道路も流末もせないかん。したがって、
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県のほうに対しては、県民緑税を使っていわゆる里山整備、防災林整備をしたとき

にも、流末処理も流末処理は市の責任でありますから、当然一体的な事業として捉

えてもらえないかと。場合によっては一括発注する中で、市の負担分は当然やって

いく。そのことによってコストダウンするじゃないのと、こういう話も実は議論の

一つとしてやっております。それぞれの担当のレベルでやっておりますので、ただ、

おっしゃったように広く市民の皆さんに、全部いろんなこの情報が、何ヘクタール

以上ないとどう、こういうことは行き渡ってないのは事実だと思いますので、その

ことについては繰り返しになりますが、可能な限り県民緑税を活用した、こういう

事業がありますよと。  

  さらにまた、どんどん窓口は市のほうに一旦行っていただいて、県につなげます

よと、こういうことはまた啓発の一つとして、しっかりつないでいきたいと、この

ように思います。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  今の御答弁では、本当にこれからまた、例えば５期が令和８

年から始まるとしても、本当に活用できるのか心配です。  

  それでは、先ほどこの森林集積、これの事例報告会令和５年の２月 21日にされて

るんです。令和５年の２月 21日。先ほど言いました人員不足だとか、県に助言をい

ただきたいと、認識は分かっておられますか。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  担当のほうから、一応報告のほうは受けておるんですけ

ども、ちょっとはっきりしたことまでは言えないのが現状です。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  ちょっと申し訳ないけど、そんな状態で。本当これ林野庁で

実績報告会をされてるんです。これ港区で。港区で実績報告会、 27ページのプレゼ

ンテーションの資料をつくって、それを最終ページに書かれてるんですよ。それが、

今現在の担当部局長、部長、そういう方も認識がないんです。これは誰が書かれた

んですか。分からないとおっしゃいましたよね。内容は。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  統括しておる市長としても申し訳ないんですが、もし可能で

したら、また申し訳ないですけど、その資料を見せてください。私はひょっとして

分かりませんが、想像でしか物を答弁できないんですが、いろいろその港区に行っ

て、担当が林野庁の主催の中で研修会で、そういう発言したということだと思うん
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ですが、人材不足というのはもちろん森林事業体も含めて、山に入っていただく方

も含めて、非常に人材が不足しとるという表現だったのかもしれませんし、それか

らそれを市の行政機関としても、あるいは県とつなぐ、そういったところでもプロ

パーとしての人材が不足しておるのかも分からん。  

  したがって、県や国に対して、そういったことの行政庁たる国や県がさらにフォ

ローしてくれと、こういう意味だったかもしれませんので、具体的にその資料を見

ておりませんので、また可能でしたら、後刻教えていただいたら、私なりにも対応

していきたいと、このように思います。  

○議長（浅田雅昭君）  ３番、前田佳重議員。  

○３番（前田佳重君）  分かりました。何せ、皆さんの大切な税をお預かりされて、

そして県がこうやって事業をやられてる。宍粟市は本当にその災害をから守るとい

うこと、森林を整備するということは本当に大事なことだと、大事なことだと思う。

それをぜひとも積極的に進めていただきたい。進めていただきたいんです。それに

は今御答弁をお聞きしたら、なかなかそういう感じにはいってない。いや、もう今

準備ができて、もう次はやろうとしてるんやというようなことを、全く見えないん

です。私はそう思います。感じました。申し訳ないですけど。  

  それと次に、サテライトオフィス。  

  サテライトオフィスは、地方型これから先、本当に都市部で大きな中堅企業とか

大企業が、地方に拠点を持って、これが拠点が付加価値を上げる、例えばＩＴとか、

そして営業事務とか、そういったデスクでもできるオフィス。こういったものをど

んどん積極的に誘致する。企業誘致もそうですけども、製造業で企業誘致して、昔

みたいに来ていただいて、どんどん金型とか、どんどん変わっていって、外国に出

したり、なかなか企業誘致するのは難しい。そういう、今現状はあると思うんです。  

  だからそのサテライトオフィス、要は人が事務所を持って事務所の中で働く。そ

うすると、人材確保をしていかなあかん。若者が、子育ての若者が定着したり、都

市部からＵターンしてそこに勤める。また都市部から、近くの自治体がふるさとな

んやけどＪターンして勤める。そして西播磨近辺から人材が、宍粟市のサテライト

オフィスに勤める。そういう時代が来てるんじゃないですかね。人が働けば、これ

は都市部で大企業が、こうやってその拠点をつくるわけですから、当然仕事はある

わけです。仕事を受注した物があるわけです。だから営業もしなくていい。ただ今

の時代、インターネットとパソコンだけあれば仕事ができるんです。宍粟市は、食

べる物、衣食住でいうたら食事、本当にその食事も有機野菜、そしておいしいお米、
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自然豊か、環境はすばらしい。空気がきれいでおいしい。だから生産性も上がるん

じゃないかというようなことがあると思う。  

  これビジネスチャンスだと思うんですよ。もうそういったものも、国も総務省で

もお試しでサテライトオフィスとかやってます。そして、内閣府でもデジタルで、

これを推進してます。それを、そうやって都市部の企業とマッチングとか、そうい

った支援をしていただいてるんですね。  

  兵庫県でもう既に、令和３年からでしたっけ、国の事業。今県が窓口となってや

っておりますけど、県は事務処理だけです。そうやってデジタル田園都市何とかと

いうんですけども、その事業が、兵庫県でも先にやられてるのが、新温泉町、そし

て南あわじ、淡路市、そして神戸、神戸は何やっていったら六甲山です。そこでサ

テライトオフィスを誘致されてるんですよ。宍粟市もすごい広いしね、敷地もたく

さんあります。そういった人材を集めること。いや宍粟市は、サテライトオフィス

ができるんやと、人材が集まってサテライトオフィスのブランド化なんかもできた

らいいと思うんですよ。これから人が仕事ができるところに集まるんですから、今

宍粟市の傾向としては、仕事をしようとも仕事はない。自分でちょっと立ち上げて

職人でもやろうかとか、しっかりされて、企業でも事業所でも、やっぱり仕事を取

るのも大変です。そこで宍粟市で生き抜くのは大変です。事業所としてね。  

  そんな中で、やっぱり製造業とか大変厳しい。観光なんか、なんかといったら失

礼だけど、観光で休日以外、またオールシーズン稼働できるんですか。それほど稼

働できる観光できたらいいですよ、京都みたいにね。  

  例えばメイプルさんなんかは、かき餅つくったり、お餅をつくったりしてあれさ

れてます。そんな平日も稼働しますわね。なかなか稼働、オールシーズンでやっぱ

り休日に向けて、採算を目指すというのは大変だと思うんですね。それも大事。観

光も大事です。そして企業誘致も大事。  

  しかし、新しい時代を見据えたサテライトオフィスも大事なんじゃないですか、

市長。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  もうかねてよりおっしゃったとおり、いろんな政策をまさに

総動員しながら、できるだけ関係人口を創出するだけで、宍粟市に興味、関心を持

っていただこうという動きは、これまでやってきました。当然観光というキーワー

ドもありますし、あるいはレクリエーションもキーワードになってくるだろうと。

あるいは豊かな森もキーワード、こういうこともあります。  
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  ただ時代的には今、まさにデジタルの中で、デジタル田園都市国家構想推進とい

うことで、国も旗印をようやく上げました。確かに新温泉町も。御存じかも分かり

ませんが、宍粟市もこのコロナ禍の中で一定、そういうことも試験的に、実は東山

でやりました。ただ全国的な状況を見ますと、また製造業も含めて、企業もどんど

んまた戻りつつある、元へ。こういう状況も見ながら、おっしゃったことも含めて、

これから田園都市国家構想の中でＤＸも含めて、我々は戦略を描いていかなあかん

と、このように考えておりますので、おっしゃったことが何もかも私は全てではな

いと。  

  したがって、今宍粟市は先ほど申し上げたあらゆる動員の中で、少なくとも１人

でも我が町に興味、関心を持っていただいて、できれば定着していただいて、もし

くはまた仕事にと、こういうことは一つの大きな柱でありますので、ぜひ御協力を

お願いしたいと思います。  

  もし可能でしたら、サテライトでできるような企業を紹介していただいたら、私

も行きます。あるいは個人もありましたら、ぜひお願いしたいと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  よろしいですか。  

  これで３番、前田佳重議員の一般質問を終わります。  

  続いて、神吉正男議員の一般質問を行います。  

  ９番、神吉正男議員。  

○９番（神吉正男君）  ９番、神吉正男です。それでは、一般質問を行いたいと思い

ます。よろしくお願いします。  

  人や物、お金や情報が国や地域を越えて世界規模で結びつき、世界の一体化が進

むことを意味するグローバル化、この言葉が叫ばれ始めて久しいです。日本国内に

おいて、当初は大都市にしか該当しない概念でありましたが、国際ビジネスの進展

や海外からの労働力の確保、訪日旅行形態の変化などによって、今ではグローバル

化は地方都市にとっても重要な概念となっています。  

  近年における日本の金利の低さに起因すると言われている円安の影響は、デフレ

脱却のできない現状において、デメリットとして海外から購入する食料やエネルギ

ーの価格の上昇により、日本国内の物価を押し上げています。しかし、日本の物や

サービスがとても安く感じられるため、インバウンドの増加の追い風となっている

のがメリットです。このグローバル化に対して政治に求められる役割は、グローバ

ル化を円滑に促進させるための諸課題の解決にあると考えます。  

  それらの課題の中で、文化、宗教、言語、習慣に関して、双方の理解不足に起因
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し、多国籍化に立ちはだかるこの壁を克服し、相互の理解を促進させることが、お

互いの成長と幸福に結びつくものの一つであると私は考えます。  

  本日は、宍粟市へ旅行される訪日外国人の応対や、ビジネスや労働者として宍粟

市に在住されている外国人の方々との関係性、また海外研修によって知識、見分、

視野を広げたいとお考えの宍粟市明の方々にまつわる諸課題について、質問してま

いります。  

  新型コロナウイルスの感染法上の分類が、季節性インフルエンザと同じ５類に引

き下げられ半年がたちました。国内旅行では、観光地の多くが旅行客でにぎわって

います。また、この 10月には日本人は 93万人が海外へ出発し、海外から 250万人の

観光客が日本を訪れたということです。  

  中国人観光客においては、８月から日本への団体旅行が解禁されるなど、全国の

大都市では、インバウンドの影響でホテルが取りづらくなっており、また空室が少

なくなると、宿泊料金が変動するシステムにより高額になっている状況です。しか

し、中国の出入国の規制緩和が遅かったことで、今の現状はコロナ前と比べまだ４

割程度しか回復していません。宿泊施設の価格の動きもそうですが、今後の中国人

ツアー客の回復次第だとも言われています。  

  兵庫県内においても多くの人でにぎわっている、いろいろな催しが開催されたこ

とを、関西系のテレビで報道されていますが、宍粟市においては 11月に開催された

最上山もみじ祭りによって、観光客の動向の現状を知ることができました。全国同

じだったと思いますが、紅葉は例年より１週間以上遅れていました。もみじ祭り期

間の終盤とされていたときに、ＮＨＫで最上山公園の紅葉が見頃であると報道され

たためでしょう、観光駐車場は姫路ナンバー以外の自動車で埋め尽くされ、最上山

はとても多くの観光客でにぎわいました。その中には、阪神間の団体バスツアー客

はもちろんですが、外国人観光客の姿も見受けられました。  

  そこで、インバウンド受入体制の整備についてお聞きします。  

  第３次ふるさと宍粟観光基本計画のインバウンド受入体制の整備の項では、イン

バウンドの受入れを行っている施設は少なく、外国人旅行者をターゲットとしてい

る旅行商品や観光コンテンツも少ないというふうに、少し控え目な評価をされてい

ますが、最近の訪日外国人の目的は、景色や建造物を見る観光から、文化や生活、

また歴史と触れ合う観光へと、訪日旅行形態が大きく変化しています。  

  これは観光用につくられた物を見物する観光だけでなく、地方に本来ある飾らな

い自然や人々の生活、歴史に培われた文化や風土に触れることにも関心を持ってお
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られるということです。自然や歴史に培われたこの宍粟の地は誇るべき日本一の風

景街道があり、その文化や風土こそ観光コンテンツそのものだと私は考えます。  

  宍粟市の持つ自然、風土、文化、生活、歴史のこれら全てが観光資源であると認

識し、国内旅行者やインバウンドに対応すべきものと考えますが、いかがでしょう

か。市は具体的にどのような施設、観光商品、観光コンテンツを想定し、現状をど

のように認識されているのでしょうか。伺います。  

  また観光案内とともに、飲食店などでのメニューや商品の説明が必ずついて回り

ます。インバウンド受入体制の整備としては、これらをスムーズにしておくことも

課題だと思うのですが、近隣のエリアへどの国、地域の訪日外国人旅行者が多く来

ているのか。旅行形態や交通手段等の調査や、宍粟市の有するどのコンテンツが目

的にマッチしているのか。どのようなことが不足しているのかを検証するともされ

ておられます。その進捗状況について教えてください。  

  次に、外国人の宍粟市での生活についてです。  

  国内では医療、介護、１次産業、製造業など、多くの業界において人材不足、人

手不足が顕著であります。職場環境の改善を行い、外国人材を増強して育成すると

いう制度とするため、技能実習制度に変わって、外国人を働き手として受け入れる

育成就労という制度が政府の有識者会議から提案されたようです。  

  労働力不足は、宍粟市においても同じであろうと思うのですが、現制度である技

能実習生はどのくらいおられるのでしょうか。今年の国際ふれあいまつりに参加し

ました際に、いろいろな国の人が宍粟市で活動されていることを知りました。外国

人の方々も、宍粟市の経済活動を支える大切な市民です。  

  そこで、宍粟市の住民としてできるだけ快適な生活をしていただきたいとの思い

で、次の４点の質問をいたします。  

  どんな国の人たちが何人ぐらい生活しておられるのか。行政上の宍粟市民として

の立場はどのようなものであるのか。滞在目的をどのように捉えておられますか。

サポートセンターのような物もあるのかということを含めまして、生活習慣や困り

事に対して、どのように対応しておられますか。  

  続いては、海外研修支援事業についてです。  

  グローバル化による東アジア地域や欧米との関係や国際的視野を持った人材の育

成を行い、その後でその人が宍粟市で活躍するということを目指す、海外研修支援

事業は大変意義深い政策であると考えます。この支援事業のこれまでの実績と、現

在の応募状況はどうなっているのでしょうか。今年度の応募の締切りは、令和６年
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１月 22日となっています。現在の申込み、応募状況と想定される件数はいかがでし

ょうか。また、対象となる希望者に伝えるＰＲのために、そして応募をより増やす

ために、広報活動を改善できないものでしょうか。  

  以上です。よろしくお願いします。  

○議長（浅田雅昭君）  神吉正男議員の一般質問に対し、順次答弁を求めます。  

  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  それでは、神吉議員の御質問にお答え申し上げたいと、この

ように思います。  

  インバウンドの関係、そのほかの具体的なこともありますので、後ほどまた具体

的なところや、個々については担当部長のほうから答弁させたいと思いますので、

よろしくお願い申し上げたいと思います。  

  また今朝のニュースで見ますと、新幹線が年末年始全ての車両予約制度になった

ということでありますが、ようやくというのか、コロナ前の 1.5倍の予約率という

ふうに発表がありました。ようやくこの５月以降２類から５類に変わり、いろいろ

模索しながら、まさに国中がいろんな人の動きが活発化していった一つのあらわれ

ではないかなと、そのニュースを見て感じておりました。  

  各地域でイベントも含めて、いろんな意味で元に戻そうと、こういう動きも当然

のことながら活発化しております。併せもって、外国人の方も先ほどおっしゃった

ようにどんどん円安、円高の影響もあるわけでありますが、その状況で活発化して

おります。  

  また国内の自治体の中で、いわゆる外国人の交流インバウンドの伸び率の状況で、

数字があるところで出ておりましたが、 100位以内に 79位だったと思うんですが、

自治体で宍粟市になっておりました。これは千種のゴルフ場の影響もあるのかなと

思うんですが、伸び率がもともと少ない中で、たくさん来られたので伸び率が全国

で 79位だったという情報も発信されました。  

  したがいまして、今回御質問いただいてるようなインバウンドについては、今後

いろんな課題を捉えながらやらないかんなということを、それぞれの数値を見て私

自身感じたところであります。  

  それからもう一点は、もみじ祭りのお話がありましたが、私はやっぱり常々です

けども、テレビを通じて発信するというのは、非常に大きな影響があるなと、こう

いうことでありまして、その一つに先ほどおっしゃっていただいたＮＨＫ、ああい

う形で映像で流していただくと、いかにそこへ行ってみようかというふうな心の動
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きを醸し出すような形になってくるのかなと思いますので、さらにＮＨＫを含めて、

報道機関にも的確にその都度、都度の情報やら、あるいは戦略を描いて、市内のあ

らゆる観光も含めて情報発信をしたら、さらに効果があるのかなと、こんなふうに

思っています。  

  そこで、インバウンドの受入体制の整備について、特に大きく２点御質問いただ

いておりますので、１点目の受入れを行っている施設やコンテンツをどのように認

識をしておるのかという、この御質問でありますが、市内には多くの観光施設やコ

ンテンツがありますが、外国人旅行者向けに整えられた施設等とは限られておらな

い現状であります。  

  課題として、外国人の旅行者をターゲットとした受入体制を整備する方向性が、

残念ながら定まっておらず、一体何が売りになるのか、どのコンテンツがマッチす

るのかというニーズを、それぞれの国や年代ごとに把握することや、あるいは市内

の事業者の受入れニーズなども含めて、調査する必要があると認識をしております。  

  したがって、そういったことによって体制を整備していかなくてはならない、こ

ういう現状であると、このように私自身は今、認識をしておるところであります。  

  ２点目の調査や検証の進捗、このことでありますが、もちろん観光協会やいろん

なところで努力していただいたりして、私が知り得てる段階のところでありますが、

観光基本計画は昨年度末に第３次の計画を策定させていただきました。今年度から

計画推進に着手したところであります。  

  現時点では大きなその計画のところの推進というところ、進捗にはつながってお

りませんが、来る大阪関西万博を契機として、インバウンド受入れに関する情報提

供も盛んに行われておりまして、大阪・関西万博への説明会への参加や近隣市町と

の意見交換なども現在行っておるところであります。  

  特に多言語対応や、あるいは滞在時間を延ばすことなどが、特に課題として挙が

るなど、近隣市町と連携して、多言語対応パンフレットの作成などを現在検討をし

ておると、こういうところであります。  

  今後につきましては、ようやく第１回戦が済んで、次のこれからいよいよ本格的

に動こうという観光プラットフォーム、ようやくそれぞれの方が情報共有して、よ

ーいどんでスタートしようやないかいと、こういうところにたどり着いたんですが、

そのプラットフォームを通じた調査等を進めることとともに、宍粟市としてのイン

バウンド受入体制の整備方針、並びに近隣市町との広域連携などの検討を進めてい

きたいと、このように考えております。  
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  私はこのインバウンドを、今は条件的には非常に整っておらない状況であります

が、私は繰り返しになりますが、市内のいろんな施設や歴史や文化、そういったも

のはある意味非常に大きな役割を演じてくれるんではないかなと。それをどうやっ

てこれからそこへつないでいったり、つくり上げていく、このことがとても大事か

なと、こんなふうに思っております。  

  後ほど、また具体的なほかのことについては、担当部長から答弁させたいと思い

ます。  

○議長（浅田雅昭君）  森本市民生活部長。  

○市民生活部長（森本和人君）  私からは、外国人の宍粟市での生活についての御質

問にお答えいたします。  

  １点目の、何人の方が宍粟市で生活しているのかについてでございますが、 10月

末日現在で 374人の外国人の方が在住されております。この方たちは在留カードを

交付されているなどの条件に該当し、住民登録されている方になります。  

  ２点目の行政上の宍粟市民としての立場についてですが、この方たちに関しまし

ては、住民票、印鑑登録、マイナンバーカード、そして住民税の課税と在住されて

いる期間は、市民として行政サービスを御利用いただきます。  

  ３点目の滞在目的についてでございますが、技能実習生の方が多いと把握してお

ります。それ以外につきましては、永住者や特定技能１号の方なども多いようです。  

  ４点目の生活習慣や困り事についてですが、市が事務局をしております国際交流

協会において、外国の方が生活習慣の違いを理解したり、困り事に対して手助けが

できる人と知り合えたりできるように、お茶ッとルームや、宍粟国際ふれあいまつ

りを通じて、多くの人と関わる機会を提供しています。また、生活衛生課では昨年

度ごみの分別や出し方に関する英語、中国語、ベトナム語とやさしい日本語のパン

フレットを発行するなどの対応を行っております。  

  続きまして、海外研修支援事業についての御質問にお答えいたします。  

  １点目のこれまでの応募状況と認定した補助金の交付実績についてですが、基金

を創設しました平成 24年度以降の申請件数は、５人からの申請があった７件で、そ

のうち市が実際に補助金を交付したのは、２人の方に合計４件で総額 350万円の交

付実績となっております。なお、今年度の申込み状況ですが、現時点での申込みさ

れている方についてはございません。  

  ２点目の現在の広報活動についてですが、市広報誌、ホームページ、ＳＮＳ等で

定期的に募集するとともに、市内の高等学校はもとより、市内の学生が多く通う近
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隣の高等学校や大学の大キャンパスに応募チラシを配布し、周知を行っているとこ

ろでございます。  

  平成 27年度には、できるだけ多くの多くの方に利用してもらいたいという寄附者

の意向もありまして、一部制度を見直した経緯もありまして、市民の方が海外等に

おいて、国際的視野や広い識見、技能の習得を目指す場合に広く活用していただけ

るように、引き続きとなりますが、広報等の周知に努めてまいりたいと考えており

ます。  

  また、海外研修体験者を招致しての広報活動についても努めていきたいと考えて

いるところでございます。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  ９番、神吉正男議員。  

○９番（神吉正男君）  分かりました。  

  まずインバウンド受入体制のところですが、先に今回のもみじ祭りですけども、

自然相手ですので、やはり次回藤まつりなどがありますが、どうしても時期を外し

てしまうようなこともあります。これだけはどうしようもないんですが、そのとき

に皆さんに喜んでいただけるようにというふうに、実行委員会のほうでは頑張って

おられます。  

  それで受入体制のところですが、コンテンツは定まっていない、把握、調査して

いくよということでしょうが、日本一の風景街道というものがあり、市民の心の中

に存在するだけではなくて、これこそインバウンドによる着地型観光の観光資源の

コンテンツに活用することができるのではないかと考えています。  

  日本一の風景街道として取り上げられて整理して、それらをコンテンツに取り込

むという方法がいいんではないかというふうに、ちょっと私考えているんですが、

ここの考え方についていかがでしょうか。まずお聞きします。  

○議長（浅田雅昭君）  福元市長。  

○市長（福元晶三君）  私もそのことは当然のことだと思いますし、今市が進めてお

ります日本一の風景街道、これは歴史や文化や人の営みやあるいはこれからの新し

い文化も新しい創造のことも含めて、風景街道として宍粟市をつないでいこうと、

まさにこれまでもおっしゃっておった点と点を結んで線にして、さらに線を面にし

ようという、こういう動きであります。  

  その一つに、私はやっぱり歴史を一つのコンテンツとして捉えたときにも、私は

宍粟市も十分いろんな意味でできるんではないかなと。例えば山城であります。最
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上山の篠ノ丸城跡、あるいは長水城址、あるいは波賀城址、そういったものも十分

ありますし、さらには本多公ゆかりのああいう形で、本多記念館がなされておる甲

冑隊、あるいは甲冑のキセル、こういうことも一つのつながりが出てくるだろうと、

こう思ってます。  

  それからもう一つは、歴史的にも千種で一生懸命やっていただいてる紙すき、さ

らにはまた豆腐づくり、少し人の営みになりますが、豆腐をつくっている風景、あ

るいは先日も外国の方がコンニャクを食べられて驚かれたんですが、コンニャクは

どないしてできてる、どうしてするんやと。例えばですが、身近なところで風土や

歴史や文化が、まさにそういった今議員がおっしゃったように、なり得るというふ

うに可能性は非常に多いと思います。  

  したがって、大阪万博はフィールドパビリオンということで、知事が奨励されて、

各地でたまたま宍粟市はＥ－ＢＩＫＥを中心にして、自然ということでありますが、

それらにそういった物をぶら下げると、私はもっとすばらしい物語になっていくん

ではないかなと思いますので、そういうことは観光協会へも一部投げかけておりま

すので、今後またそういうことも含めて、いろんな議論の中でつくり上げていただ

いたらと、このように考えております。  

  ただそこに人がどう関わったり、言語がどう関わっていくかということも課題を

整理しながら、進めていく必要があるだろうと、このように認識しております。  

○議長（浅田雅昭君）  ９番、神吉正男議員。  

○９番（神吉正男君）  私が思ってるような答弁をいただけたので、とてもうれしい

んですが、まさしくそれが誰がやるのか、どうやってつなげていくのかというのが

大事だと思います。  

  それはまた次回にしますが、旅行人観光客の旅行の形態なんですけども、市内の

飲食店で五、六年前から、中国や韓国の旅行の方が多いそうなんです。聞いてたん

ですが、特にコロナ明けにはアジアだけじゃなくて、欧米からのしかも家族のよう

な小グループで来店が多くなってきているようです。宍粟市内ですよ。宍粟市に対

する旅行形態については、この小グループの旅行者が多いから、やっぱり日本語の

通訳のできる添乗員なんかはついていないんですということですわ。  

  それで、そのメニューの中身を説明することが、もうとても難しいんだと。特に

オリジナル性が高いです、町の料理者ですので、その説明はスマホの通訳アプリな

んかでは対応し切れないんだとおっしゃられていました。料理を説明するメニュー

に例えば辞書で調べた韓国語ではなくて、韓国語を母国語とする人に協力してもら
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って、そういうものをつくると、ちょっとした表現の違いで、とても理解してもら

いやすい、分かりやすくなって通じるんじゃないかと思います。  

  そうやって出来上がったメニューは、やはりインバウンドの受入れの体制の一つ

として考えると、とてもよいアイデアだと思うんです。このことに関していかがで

しょう。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  おっしゃるとおりだと思います。それでまず第一に、外

国人旅行者が利用される施設でありますとか、あるいは飲食店がどういうふうに思

われているか。これにつきましては、観光プラットフォームの中にも飲食関係の方

もいらっしゃいますので、そういった方の御意見を聞きながら、また検討してまい

りたいと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  ９番、神吉正男議員。  

○９番（神吉正男君）  外国人旅行者が利用される、そういう施設や飲食店にそうい

う外国語による説明がある体制がつくれたら、利用する外国人にとっても受入施設

にとっても、とてもよいと思うんです。そういうことがコミュニケーションが生ま

れるとか、話題となって、さらに来訪者が増えるという好循環をもたらすんじゃな

いかと思います。  

  こういう作業を確立させるためには、どなたの協力がいいだろうと思ったときに、

国際交流協会と違うかというふうに思うんです。ちょっと体制のない内容までは知

らないんですが、こういう団体の協力と商店というか、料理屋さん、お店などをつ

なぐという方法は、どこかにあるでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  富田副市長。  

○副市長（富田健次君）  先ほど市長から投げられました観光協会の立場でもそうな

んですが、今密接にそことのつながりというんですか、はございませんが、従来か

ら観光協会のほうから、何とか外国人、インバウンドの受入れのためには、国際交

流協会の協力が必要だということも訴えておりますし、そういったことも伝えてお

りますので、今後先ほど言いました観光プラットフォーム、この中に例えば交流協

会の方に入っていただくとか、そういうような取組の中で連携を深めて、先ほど神

吉議員が言われました案内パンフの多言語化というんですか、そういったことに取

り組めたらなとは思っております。  

○議長（浅田雅昭君）  ９番、神吉正男議員。  

○９番（神吉正男君）  いい流れだと思いますので、どうぞ可能な限り進めていただ
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きたいと思います。  

  次は、令和６年から令和８年の総合計画の実施計画の商工業の振興のところに、

営業部設置事業があり、森林セラピーなどの宍粟市の資源を企業の福利厚生や研修

に使ってもらうことを推進するために、企業に対して営業活動を展開するというふ

うに書いてあるんです。それとまたともに、観光の振興のところにも、同じく営業

部設置事業を掲示されておられます。  

  これは宍粟への観光を目的とした営業を、営業部が推進していくという意味合い

なのかどうか、ここを確認させていただきたいんですけど、いかがでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  どなたが答弁を。  

  水口市長公室長。  

○市長公室長（水口浩也君）  この実施計画の中ではこういった形で書いておるんで

すが、内容としまして、やはり今森林セラピーを中心にいろんなモニターツアーを

して、そういったところで企業課題の解決型というようなことで、企業の健康経営

であったり、そういったことに取り組んでいただいております。  

  そういったものを営業部のほうでやっておるんですけれども、具体的にこの部分

を、観光振興を営業部に当てつけるかと、そういったことではなくて、いろんな企

業を呼んでくることで、観光のほうにも足元を広げていただこうというような意味

合いでございますので、直接営業部がという御理解にならないような形で、御理解

いただけたらなと思っております。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  ９番、神吉正男議員。  

○９番（神吉正男君）  ということは、セラピー以外の観光資源というようなものが

もしあったとして、それを企業の福利厚生や研修に対してだけじゃなくて、都会の

人に宣伝するなどということには、営業部は使わないということですか。  

○議長（浅田雅昭君）  水口市長公室長。  

○市長公室長（水口浩也君）  すみません。説明が少し不足しておりましたが、当然、

森林セラピーとか、ほかのいろんな観光コンテンツも含めて、一泊二日で滞在して

いただくとか、健康づくりのために、いろんなそういったコンテンツを利用しよう

ということでございますので、当然観光という意味では、そういったものの一つも

営業部の中のメニューですね、そういったものには組んでいくということで御理解

いただきたいと思います。  

○議長（浅田雅昭君）  ９番、神吉正男議員。  
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○９番（神吉正男君）  いろいろなコンテンツをつなげて、それを提案していくとい

う営業方法ですね。分かりました。  

  続いて、外国人の宍粟市での生活についてですが、まず市のホームページはグー

グル検索、グーグル翻訳というんですか、によって外国語に対応されておられます。

自動翻訳なので、固有名詞などの変換は正確にできていないようです。しかし、一

定の翻訳ができているようですので、これは日本語の読めない外国人に対して、ま

た日本語の分からない人たちにとってはよい手段だと思います。  

  日本語を上手に話せない人たちへの応対方法をちょっと調べていましたときに、

生活衛生同業組合というところにつながりまして、そこでスマホのアプリケーショ

ンにデジタル翻訳ソフトがあるということを教えてもらったんです。それでアプリ

をダウンロードしまして使ってみました。結構難しい会話でも簡単に 20か国の言語

に通訳してくれるんで、日本語が分からない人たちの生活や、外国語を話せない日

本人にとって、とても役立つことが分かりました。  

  私が知らなかっただけで、外国人やその観光客の方はそのアプリを使っておられ

るのかもしれませんが、受入れ側のお店や商店、事業所などにも使用を推奨しては

いかがかと思うんですが、これはもう伝わってるものなんでしょうかね。  

○議長（浅田雅昭君）  中村産業部長。  

○産業部長（中村仁志君）  この市内の商店や事業所について、まだ確認を取れてな

いんですけども、その辺の動向というものも、また今後確認した上で、場合によっ

てはまた観光プラットフォームの中でも、そういった御意見をまた反映させていた

だきたいと考えております。  

○議長（浅田雅昭君）  ９番、神吉正男議員。  

○９番（神吉正男君）  そういうふうに承知しておいていただいたら、ありがたいで

す。とても翻訳がすばらしかったんで驚いたんです。  

  次は海外研修支援事業についてお伺いします。  

  申込みの資格が 16歳から 65歳となっています。高校生や大学生に留学に関心を持

ってもらうためには、やはりこの制度をその前段の前の段階の中学生の頃に、御家

族などにも広報して、海外への興味と理解を進める工夫があっていいんじゃないか

と考えるんですが、いかがでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  森本市民生活部長。  

○市民生活部長（森本和人君）  現在、本支援事業につきましては、市内の３高校を

含め、近隣の高等学校や大学のキャンパスにチラシとかポスターを配布していると
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ころでございますが、神吉議員が言われましたように、高校生となって卒業を迎え

るとその身近な進路の選択としましては、就職か大学進学というようなことが現実

として現れてくるのではないかと考えております。  

  中学生という早い段階で、海外に興味を持っていただき、高等学校に行ってもそ

の思いを持ち続け、海外へのチャレンジとつなげることが、非常に大事であると考

えております。このようなことから、今年度は中学生とその御家族も含めまして、

その制度が行き渡るような形で、紹介とか啓発というようなことで今後努めてまい

りたいと考えております。  

  以上です。  

○議長（浅田雅昭君）  ９番、神吉正男議員。  

○９番（神吉正男君）  小学生の頃から、もう英語を覚えるという、私らの時代では

ちょっと想像もつかないような英語の勉強しているということなんで、やはり英語

に関しては、海外への興味を持つということがあってもいいんじゃないかと考えて

います。もちろんそれが絶対しなければいけないことではなくて、興味を持ってお

られる方に限って、それを対応できるという御家族の下での話です。  

  この事業です、海外研修支援事業は基金が市民からの寄附によって成り立ってい

ると聞いています。同僚議員の質問の中にもありましたが、これが約 3,000万円ほ

どあったと、この間聞きました。それで今４名ですかね、 200万円ほどを使ってい

るということでしょうか。これはいつまでに使うんだというような、そういうこと

を寄附者の方とお話をされているんでしょうか。それとも大切に長いことをかけて

使うようにと言われてるんでしょうかね。  

○議長（浅田雅昭君）  森本市民生活部長。  

○市民生活部長（森本和人君）  寄附者との間での話は、いつまでというような期限

をつけてのものではありません。有効に活用していただいたらということなんです

けども、寄附者等の思いもありまして、単純に海外留学だけで使ってもらうのでは

なくて、技能であったりとか、そういった知識を海外でも生かして、そして日本に

帰ってきて、宍粟市でもその活躍をしていただいて、また宍粟市に還元していただ

くということを条件にということを聞いておりますので、そういった方が応募の中

で現れるかどうかというようなこともあるんですけども、先ほど冒頭言いましたよ

うに、期限については特に定めはございません。  

○議長（浅田雅昭君）  ９番、神吉正男議員。  

○９番（神吉正男君）  確認ですけども、ですので 3,000万円引く 200万円の 2,800万
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円ほどが残っているという感覚でよろしいですね。まだ 50名からは応募を受け付け

られるということでいいですか。  

○議長（浅田雅昭君）  森本市民生活部長。  

○ 市民 生 活 部長 （ 森 本 和人 君 ）  基 金 の 残 の状 況 な んで す け ど も、 令 和 ４年 度 で

2,687万 3,570円の基金の残ということになっております。件数につきましては、実

際に使われた方につきましては、２人の方に合計４件で 350万円というような形に

なっております。  

○議長（浅田雅昭君）  ９番、神吉正男議員。  

○９番（神吉正男君）  分かりました。ということは、いろいろな研修などにも使っ

てもらいたい、英語圏だけではなくて東南アジアのほうにも適用できるようにとい

うことでしょう。ということは、学生さんなんかでいうと、先ほどの答弁の中にあ

りました高校を出ましたら、その先の進路を決めたいというときに、その留学とか、

そういうものが入ってこようかと思います。  

  それはやはり、高校に入ってから考えるのではなくて、その前段から考えるもの

ではないかと思っていますので、それは早めに広報などで、そういう提案もしてい

ただきたいというふうに思うのと、その研修になりますと、就職先が決まってしま

いますと、もう職に就いてしまったら、６か月以上の休暇などを取ることはとても

難しいんだろうと思うんです。  

  例えばですけども、宍粟市では職員が、就職して事業に、この事業に取り組みた

いんだと言ったときに、能力研修であれば１か月以上になりますかね、留学研修で

あれば半年以上、また１年近く休んで、その後復帰できるというような、その制度

があるんでしょうか。  

○議長（浅田雅昭君）  砂町総務部長。  

○総務部長（砂町隆之君）  職員がこの制度を使った場合ということですけれども、

制度としましては、職員が自己啓発等で休業する制度がございます。ただし、これ

につきましては、国際貢献活動であるとか、大学課程の履修のため、これはもう海

外の大学も含めてですけれども、こういった場合に活用できることとなっておりま

して、なおかつ公務に支障がない、またそのことが、その能力を今後公務に発揮で

きるというような内容であればということですので、そういったことが認められれ

ば、それは２年間という期間ですけれども、休業はすることができるということに

なっております。  

○議長（浅田雅昭君）  ９番、神吉正男議員。  
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○９番（神吉正男君）  それはいい制度かもしれませんね。ただ帰ってきてもらって、

それが役に立つという大前提があるんでしょう。分かりました。  

  いろんなことが知りたいというような気持ち、それから世界がどうなっているの

かを知りたいという方も多くおられると思います。これが寄附者の思いにつながる

ように、この事業を使ってもらって、参加した人たちが視野を広げることの楽しさ

を得てもらって、日本の外のいろんなことを知ってもらいたいと思っています。見

聞を広めてもらいたいと思います。そういう人たち、若い人や高齢者においてもそ

うですが、世界を知るということが大切だと思います。  

  今日は、宍粟市の将来のまちづくりにつながる政策に向けた質問を行わせていた

だきました。  

  以上で終わります。ありがとうございました。  

○議長（浅田雅昭君）  これで９番、神吉正男議員の一般質問を終わります。  

  以上で本日の日程は終了いたしました。  

  次の本会議は明日 12月 14日、午前９時 30分から開会いたします。  

  本日はこれで散会いたします。御苦労さまでした。  

     （午後  ３時０３分  散会）  

 

 

 


